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黒人差別とアメリカ資本主義の現段階

－｢現代民主主義｣的平等化とスタグフレーショソー

粕谷信次

1．はじめに

「歴史はぼくたちの世代にたいして，筆や口ではいいあらわすことので

きぬほど重大な運命を課しあたえた。つまり，わが国民があまりにも永い

間あまりにもゆっくりと発展させてきた民主化の過程を完成するという運

命なのだ。そしてこうした民主化こそはわが国が世界の尊敬をかちとり競

争をおしすすめるためのもっとも強力な武器なのだ。ぼくたちがこうした

重大な問題をどのように処理するかということは，個人としてのぼくたち

の道徳的健康と，国家としてのぼくたちの文化的健康と，国民としてのぼ

くたちの政治的健康と，自由世界の指導者としてのぼくたちの特権とを決

定するだろう。アメリカの将来は，現在の危機をどのように切りぬけるか

ということときりはなしがたく結びつけられている｡｣(1)

国家はその本性から国民の政治的統合につねに腐心するが，〔第１次世

界大戦一ロシア革命〕以降のいわゆる「国家独占資本主義」の時期に

は，とりわけそうである。けだし，この時期においては，資本主義の自立

＝自律・性が極度に低下してくるからであるが，それはつまるところ新た

な社会的主体が資本の論理に抵抗しこれをはねのけながら，即自的，潜勢

的に，あるいは対自的，顕勢的に政治の舞台に登場し始めたからと言って

よい。国家はかかる事態に直面して，即自的に成熟しつつある社会的主体

の，少なくとも対自化だけはあらゆる可能な手段を講じて，これを防がね
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ぱならない。そのさい，成熟しつつある主体を「同権化」することによっ

て「現代民主主義」体制の中へ解体しつつ統合していくことは，そのもっ

とも有力な手だての一つとなる(2)。ニュー・ディール以降のアメリカ資本

主義も大筋において，かかる「現代民主主義」的統合をすすめていったこ

とについて，おそらく異論はあるまい。

ところでニグロ問題は，永らく「アメリカン。ディレンマ」とされてき

た。その命名者はGunnerMyldarであるが，彼はニグロ問題の古典的研

究とされる同名のタイトルをもつ著書の中でいう，「アメリカ人は，西洋

文明に属するいかなる他の国民よりも，人間関係についてはっきり表明さ

れた固い信条をもっている.．…･諸個人の人間としての基本的尊厳性，すべ

ての人々の基本的平等性，自由，公正，および機会均等に対する譲ること

のできない権利などがこれであり，……それはこの国の独立を求めての闘

争，建国の本質的意味に他ならず，独立宣言，憲法序文，権利の章典，そ

して幾つもの州憲法に書き込まれ，この国の至上の法となってきた｣(3)と

－これを彼は「アメリカン・クリード」と呼ぶ－゜しかしながら，か

かるアメリカにおいて，ブラック。アメリカンは「奴隷」として，またそ

こから「解放」された後も，あからさまにあるいは事実の上で，かかる

「アメリカン・クリード」の適用を拒否され，その圏外に追いやられ，そ

の「例外的存在」とされてきたとし，アメリカ人の心の中にあるこの二律

背反を「アメリカン・ディレンマ」と言ったのである。

われわれが，ここでかかる黒人の「現代民主主義」体制の中への統合の

問題を扱おうとするのは，一つには，たまたま法政大学からアメリカ留学

の機会を与えられ，「単一民族国家」。日本(4)からはじめて離れてアメリカ

の地におり立ったその日から，白人，黒人，黄色人種の混在する多民族国

家のすさまじくもダイナミックな光景に一種の衝撃を覚えたからである。

｢単一民族｣，「１億総中間層化国家｣の日本では，分析を加えることによっ

てはじめてはっきりする問題性の多くが，皮膚の色というプリズムを通し

て，とりわけ黒人の上に誰れの目にも明瞭に析出されている。さらにこの
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カラフルな階層モザイクは，見方によっては，国際社会の縮図〔ホワイ

ト・北一ブラック。南〕という感をいだかせるが，とりわけ，６０年代か

ら70年代にかけての公民権運動から「黒人革命」への進展という，黒人大

衆のStatusquoに対する戦闘的な政治的挑戦を，第二次世界大戦後の第

三世界の人民のStatusquoに対する挑戦という事態と重ねあわせると

ぎ，その感は一層深くなる。かくてアメリカン・ブラックが「現代民主主

義」体制の中にどう統合されていくか，あるいはされないか，ということ

の含蓄は圧倒的となる。

二つには，黒人は，「現代資本主義」体制への統合のいわば限界部分を

なすといってよいが，その統合の様態を承ることによって，「現代資本主

義」による統合のメカニズムの一端を，とくにその限界を浮き彫りにする

ことができ，ひいてはアメリカ資本主義の現段階を見定めるさいの重要な

鍵のひとつを得ることができるのではないかと期待されるからである。

しかしながら，小論でアメリカの黒人問題の展開と現状を具体的に分析

する用意はない。さしあたり，彼らの経済的地位の変動に関するいくつか

の分析を鳥鰍することによって，われわれの現状認識に代え，これに若干

のコメントを加えつつ，アメリカにおける現代資本主義の展開の現時点の

位置を確認することで満足しなければならない。

（１）MartinLKing,Ｊｒ.,Ｓﾉﾌﾞ伽Ｆｏｒz(ﾉαγ‘ルecdo”,1958,雪山慶正訳『自

由への大いなる歩承』，岩波書店1959年刊256頁。

（２）もはや解説の必要はあるまいと思われるが，行論の便宜上第４節で多少触

れるところがある。

（３）GunnarMyrdal，ｅｔａＬ，Ａ）ｚＡ柳”ｊｃａ〃Ｄ此れ”αMVCgγ０月０６ルノ〃α"ｄ

ｊＶＭｃγ〃ＤＣ腕ocγαcy,Harper＆ＲＯＷ,1944,1962ＶＣＬＩ,ｐ､４～5.から抄訳。

（４）もちろん日本にもマイノリティがいないわけではない。しかしかかる通念

が形成されるほど，そのウエイトは小さく，アメリカは勿論他の主要国と比

べて著しい特徴をなす。そのことが，日本資本主義国家により大きな総合力

を与えるとともに，マイノリティーに対する排他性をより強くかつマイノリ

ティーにとってより耐えがたくさせているひとつの要因と思われる。もっと

も，より大きなウエイトをもって，同一人種・民族でありながら，黒人のば
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あいとよく似た差別を蒙っている被差別部落民の問題があるが，その異同を

明らかにする比較論的研究が望まれる。その数少ない例としてGeorge

DeVos,HiroshiWagatsuma（ｅｄ),〃Pcz"'ｓＤｚｚﾉﾉs/b化Ｒａｃｅ，Univ・of

CalifbrniaPress，1966.などが注目される。

2．楽観論一コンサーヴァテイヴとリベラルー

黒人の社会的，経済的地位の変化についても，一般に多くの議論がそう

であるように，見解は大きく二つに分かれる。ひとつは，広くゆきわたっ

ている支配的見解であるが，そのテムポは遅々としていることを認めなが

らも，過去における黒人の地位向上を強調し，またそれを将来に延長し

て，「アメリカン・ディレンマ」が解消してゆくことを展望する楽観論で

ある。他のひとつは，過去，現在にわたって不平等がほとんど減退せず，

執勧に残っていることを強調し,現体制のラディカルな変革なしには，「ア

メリカン・ディレンマ」は解消しえないとする悲観論である。

まずは，前者のいうところからゑてゆこう。

さきに掲げた『アメリカン・ディレンマ」の出版20周年記念版の「20年

後のあとがき」において，GunnarMyldarの協労者ArnoldRoseはい

う，「われわれは20年前の診断がきわめて正確であったことが証明された

と信ずる。変化は当時われわれが予想していたよりもはるかに速いテムポ

で起った。そして，その変化は革命というかたちではなく，『アメリカン・

クリード』の伝統に調和して起った」と。そして将来を展望していう，

｢変化はかくも速く，カーストや人種差別がかくも多く衰退したゆえに，

私は敢えて予言する。１０年後のうちに全ての公的な分離（Segregation）

と差別（discrimination）がなくなり，また20年のうちに非公的な分離も

差別も消え，たんに往時のかげにしかすぎなくなるであろう」と(5)。

すでにこのときより20年近く経過したいま，これはいかにも楽観的にす

ぎたことは明白であるが，それよりはるかに控えめであるにしても，多く

の文献，例えば，サミュエルソン「エコノミクス｣(6)などのような経済学

の標準的教科書も，また『大統領経済報告』『労働力報告」等の政府の公
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式文書も，政策的文書であるから当然でもあるが，基本的には類似の楽観

的トーンに貫かれている。

たとえば，『1974年大統領経済諮問委員会報告』はいう，「黒人，白人の

男女の所得あるいは職業に関するデータは，過去一世紀のあいだ，かなり

の人種間格差が容易にはなくならなかったことを示している。しかしなが

ら，所得格差は景気後退期や不況のときに開き，経済の拡張の時期に－

とりわけ第二次大戦中はそうであったが－縮小しながら，長期的に承る

と狭まってきているという証拠が多くなっている。例えば最近の研究によ

ると，黒人の男子の平均賃金ないし俸給所得は，1947年から1971年にかけ

て年率３．２％の割合で増大したのに対して,白人男子のぱあいは年率2.Ｍう

であった。黒人女子と白人女子のぱあいはそれぞれ４．９％，１．７％であっ

た」と(7)。

ここで，『報告」を中断して，行論の便宜上，この「報告」が依拠した

「最近の研究」が明らかにしているデータをもう少し詳しくみておこう。

第１図には，１人当り平均勤労所得，平均教育期間，そして職業ポジシ

ョン指数（OccupationalPositionlndex）の対白人比率の変化が示され

ている。

前二者については説明の必要はあるまいが，最後の職業ポジション指数

とは,簡単にいえば,当該グループの経済的地位をその職業構成と職業間の

平均賃金格差とによって数字的に表現しようとしたものである。当該グル

ープの職業別構成比に各職業の平均賃金の格差比を乗じたもので，当該グ

ループが高賃金職業に集中していればいるほど指数は高く，逆のぱあいは

逆になる｡その相対指数とは黒人の指数を白人の指数で除したものである。

とZ入られるように，黒人の地位の長期的改善を認めうる。いずれの指標も

男よりは女の方が改善が著しく，またとくに男のぱあいは60年代後半に改

善が著しい。

ちなみに，その後の動きを補足する意味で第１表を掲げておく。

ここでFreeｍａｎがもう一つ重視しているのは第２表である。この表か



172黒人差別とアメリカ資本主義の現段階

第１図黒人労働者の対白人労働者諸相対比の推移
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第１表黒人の対白人諸相対指標
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第２表年令・教育レヴエル・性別非白人の対白人相対所得（％）
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ら彼はつぎのことを主張する。第１に，縦に読んでいくと，若干の例外は

あるが総じて，全体についてふても，各学歴レヴェルごとにゑても，若い

黒人ほど対白人所得格差は小さくなっている。第２に，横に読んでいくと，

総じて時が経つにつれ相対所得は改善している。ことに1960年代に著しい。

第３に，各学歴レヴェル間で比較すると，男のぱあい高学歴ほど改善は著

しい。そして最後に，斜めに読んでいくと，例えば全体については，１９４９

年の25～34才は1959年には35～44才，1969年には45～54才となるから，彼

らの相対的所得比は59→５９．５７→58となり，ほぼ同一水準を維持している

ことになる。ということは，年令が高くなるにつれて所得格差が開いてい

くという第１の傾向も改善されつつあることになる。

因みに，FinisWelchも高年令になる従って所得格差が開くのは，時代

がさかのぼるにつれて当時の教育の質量格差が大きかったからであり，そ

れがいまかなりのテムポで改善されつつあるので，若年層から格差が急速

に改善されていることを主張している(8)。

（５）GunnarMyldal,ｅｔａＬ前出VoLxxvii-xliv

（６）Samuelson，ECO"o〃Ｃｓ，１１ｔｈｅｄ・McGraw-HillKogakusha，１９８０は

Freeｍａｎのその後の研究“BlackEconomicProgressafterl964：Ｗｈｏ

ＨａｓＧａｉｎｅｄａｎｄＷｈｙ,'，Ｓ・Rose、（ｅｄ）Loz(ﾉＩ"ＣＯ碗ｃＬａｂｏγＭｚγＭｓ，

Univ・ofChicagoPress，１９８０によりながらひきつづく改善を論じている。

（７）Ｔ"ｃＡ"""αノルPCγ/ｏ／/"CCC""cノノｏ／ＥＣＯ"o〃ｃＡｄｚﾉjseγs，Ｕ､Ｓ、

Ｇ・Ｐ､０．，１９７４，ｐ151-152.

（８）FinisWelch，“EducationandRacialDiscrimination，'，OrleyAshenfel‐ 

ｔｅｒａｎｄＡｌｂｅｒｔＲｅｅｓｅｄ.，、/Scγ〃/〃α〃0〃ｊ〃Ｌａｂｏｒ」VtzγﾉＭ，Princeton

UniversityPress，1973． 

このような楽観論は，さきに指摘したように，支配的であるので，その

見解をいちいち挙げているし､とまはない。以上－，この論者のいうところ

を聴いて，そのイメージは浮かぶようになったと思われるので，この辺で

議論のレヴェルをより一般的にし，その特徴を概括的に示せば，およそつ

ぎのようになる。

まず，楽観論の現実認識であるが，これは改めて言うまでもなく，黒人
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の地位の改善を主張する。そのぱあい，絶対水準，たとえば貧乏線以下に

落ち込む黒人家族の割合の減少ということも，はじめは論拠として重視さ

れていたが，多くの批判にあい，主要論拠は相対所得の向上という点に移

っていった(9)。もちろん，多くの論者は，完全な平等化にはなお道は遠い

ことを指摘するが，現にふられる平等化傾向を重視し，それを将来に延長

する。これが彼らの現実についての基本認識であり，論議の前提である。

彼らの議論は，もはや，格差が縮小しているか，否かということから，む

しろ縮小していることを前提に，それは競争の圧力によるのか，あるいは

政府の政策によるのか，またそのうちいかなる政策がもっとも効果的かと

いったところに来ているといってよい('0)。

（９）たとえばBradleyRSchiller,ＴﾉbcEco'２０〃CSO／Pozﾉeγﾉﾝα"‘ＤﾉSc‐

γ/〃"CZZjo"’２ｎｄｅｄ.,Prentice-Hall，1976,1973,ｃｈａｐｌ､参照。

（10）BernardAndersonandPhyllisA､Wallace，“PublicPolicyandBlack 

EconomicProgress：ReviewoftheEvidence,，，ProceedingsofAmerican 

EconomicAssociation，Ｍａｙ1975.参照。因みにここで政策の効果につい

て諸説を整理しているので若干言及すれば，(1)60年代後半の高水準の経済活

動ということについてはほとんどの論者が一致している，しかしそれを上回

る改善については，(2)黒人の教育水準の上昇を強調するもの（たとえば，

FinisWelch，前出，の他，JamesSmithandFinisWelch，“BIack-White

EarningsandEmpIoyｍｅｎｔ：1960-1970”unpublishedmanuscript，Sep 

l974JoanHaworth，JamesGwatney，andCharlesHaworth,“Earnings， 

Productivity,andChangesinEmploymentDiscriminationduringSixties,，， 

Ａ”cγｊｃａ〃ＥＣＯ"o〃ｃｈＵｊｅｚｕ，Marchl975．など）(3)労働市場における

差別の減退を強調するもの（Freeman，前出，Vroman）等，強調点が異っ

ているという。

そこで，つぎに，彼らは格差を生糸出すメカニズムを，またそれが解消

に向っているメカニズムをどのようにとらえているか，ということをゑて

いくことにしよう。

第一に挙げられるのは，新古典派ないしコンサーヴァテイヴの見解であ

る('1)。これは，労働市場において，人種格差があるのは，白人雇用主の

（あるいは白人労働者の，財なりサーヴィスなりを買う白人購買者の）黒

人に対する，前資本主義的文化からひきつがれた心理的偏見によるとす



177 

る('2)。そして彼らによれば，資本主義の発展こそが，この前近代的な差

別意識を徐々に解消していくとする。けだし，市場生産は，その商品を誰

がつくったか，ニグロか，白人か，クリスチャンか，ユダヤ教徒かを問わ

ないし，また，もしニグロを雇うのを，ニグロとともに働くのを，ニグロ

から賀うのを拒否すれば，それだけ選択の範囲を狭めることになるが，そ

のことは，そうでないぱあいに比べて，より高い価格で労働者を雇った

り，労働力をより安く売ったり，財貨，サーヴィスをより高く買ったりす

ることになる。したがって，より差別意識の少ないものが現われると，市

場における競争の圧力によって，より多く差別するものは脱落していくか

らだというのである('3)。

しかし，この理論の最大の問題のひとつは，市場生産ないし競争の圧力

は，なにもいま始まったばかりではないということである。「奴隷解放」

後だけでも，すでに100年を経過している('4)。にもかかわらず，格差は，

なおかくも大きく残っているのは何故かということであろう。そこで上の

議論を補足するものとして屡莨登場してくるのが，黒人の人種的劣等性の

問題である。すなわち，黒人の，一見差別によるかに見える大きな所得格

差は，差別によるのではなく，本来的に彼らの能力（ＩＱ論議がいまなお

盛んである）や，機会を利用しようとする意欲が少ないからであるとす

る。他の移民がはじめてアメリカに着いたときは黒人と同じような状態か

ら出発しながら〆世代交替のうちに徐々に社会階梯を昇っていったのに対

して，黒人はそれに失敗していることにも，そのことが示唆されていると

いう('5)。これは労働市場での失敗の責をその犠牲者に帰するものである。

差別的格差は差別によるのではなく，彼らの“FlawedCharacter，'('6)に由

来する，低い限界生産力に対応するものであり，差別的高率の失業は，勤

労意欲不在，すなわち自発的失業だということになる。かくて，たとえ失

業が大量に残っていても，差別的賃金格差が永'うれたとしても，市場は一

つの均衡状態にあるから，もはやいかんともしがたいということになる。

（11）次節で，われわれがとりあげるラディカルエコノミストは，彼らが挑戦す
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る正統派経済理論をコンサーヴァテイヴとリベラルの二つの亜種に分類す

る。前者はいわゆる新古典派で後者はケインジアンないし改革主義者であ

る。ラディカルの立場から，それぞれの理論が都市問題（具体的には大都市

における雇用問題，人種問題，教育問題，貧困と福祉，犯罪，健康など）を

どうみているかをまとめた恰好のリーデングスとして，ＤａｖｉｄＭ・Gordon，

２ｎｄｅｄ,Ｐγ０６陀加ｓｊ〃ＰＣ〃/jcaノＥＣＯ"o腕jﾉ：Ａ'ｚＵγ6α〃ＰＣγSPCCﾉﾉzﾉc，Ｄ・

CHeathandCompany，1977,が便利である。この中におさめられている

RobertCherry,“EconomicTheoriesofRacism”が人種差別について３者

の理論を手ぎわよく整理している。われわれもこの分類に従った。なお３者

の相違は行論のうちに明らかになるはずである。

(12）黒人差別の大きさは白人の心理的偏見の大きさによるとして，それを補償

すべき金銭的代償の大きさ（これを差別係数disriminationCoeHicientと

して表わして）に還元して（たとえば，雇用者は,白人の賃金が元ｗのとき，

黒人のそれはあたかも汀ｗ（1＋d）であるかの如く行動するとふる)，客観的

計量が不可能な領域に経済学的分析をはじめて適用しようとしたのは,Ｇａｒｙ

Ｓ，Becker，Ｔ"CECC"o〃CSO／Djscγ/〃）zα〃o"，UnivofChicago，１９５７

である。ちな承にこれはdiscriminationcoeflicientを関税障壁と承なして，

関税理論を適用したものだといわれている。その非現実性は，さまざまの批

判を呼んでいるが（たとえば，ラディカルまでもち出さなくともLesterC

Thurow，ＰＣ"cγｂＭｚＭＤｊｓｃγ/”'zαﾉﾉ0"，TheBrookingslnstitution,1969． 

chapVII、のようなリベラルからも)，まさに時代の最大のイッシューに経

済学的分析の門を開いた画期的な労作とされている。われわれが，このあと

すぐ問題にするHumanCapitalTheory（やはりBecherによって開発され

た）も方法的に，客観的計量の不能な領域への経済学の適用というかかる方

法の延長上にあるといえよう。

(13）MiltonFreedman,“DiscriminationandFreeMarket,',ＣａｶﾉﾉαＭ"。

ＦγeecZow，Univ・ofChicagoPress，1962．

(14）南北戦争後の「再建」期（Reconstruction）において黒人差別は減退をふ

たが，1877年のヘイズの妥協により連邦軍がひきあげたのち，反動の勢いが

強くなり，かの分離システム，ＪｉｍＣｒｏｗ制を全南部にわたりつくりあげて

しまった。この間の社会科学的分析として，またアメリカ帝国主義の国民統

合のイデオロギーの分析としてＣ・ＶａｎｎWoodward,ＴｈｃＳ/γα"geQzγCeγ

〃Ｊ〃Ｃγo",OxfOrdUniv､Press,1974,清水博,長田豊臣，有賀貞訳『ア

メリカ人種差別の歴史』福村出版，1977年刊はきわめて興味深い。

（15）ArthurRJensen，“ＨoｗＭｕｃｈＣａｎＷｅＢｏｏｓｔｌＱａｎｄＳｃｈｏｌａｔｉｃ 
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Achievement?'，，ＨαγzﾉαγｄＥｄ"cZjo〃αノRe2ﾉﾉezU，winter1969．

EdwardBanfield，Ｔ"ＣＵ"〃αZﾉe"Jjノα妙Rezﾉﾉsed,LittleBrown，1974.

またＴｈｏｍａｓＳｏｗｅｌＬＲａｃｅａＭＥｃｏ"oMcs,DavidMchay，１９７５など参

照。

（16）BradleyR・Schiller，前出，ｃｈａｐｌｎ

これに対して，もうひとつの見方であるケインジアンあるいはリベラル

は，コンサーヴァテイヴのようには，競争の圧力を過信せず，また犠牲者

にその責を帰しつつ均衡状態にあるとせず，差別的格差の原因を制度的，

構造的要因に求めるようにする。すなわち，彼らも差別の多くを白人の差

別意識に帰するが，しかし，それが制度的，構造的要因と無関係ではない

というのである。

たとえば，『アメリカン・ディレンマ』の中でGMyldarはいう，

「ニグロ問題におけるすべての要因は相互依存的である。白人の偏見な

いし差別は，ニグロの生活水準，健康，教育，マナーやモラルを低下させ

る。逆に後者は白人の偏見に支えを与える。こうして，白人の偏見とニグ

ロの状態は互に他の要因となる。……そして，一方が改善あるいは悪化に

向って変化すれば，それが他の要素の同方向への変化の原因となるから，

改善ないし悪化は累積的に進む。……同様の原理は，その一方の要因を分

解したぱあいにも妥当する。例えば，ニグロの雇用と所得の改善は，世帯

の所得，栄養状態，健康の改善，そしておそらく子弟のより高い教育水準

等々を導き，逆にこれらがニグロの雇用と所得をさらに改善する」と。彼

はこれを悪循環の理論(悪化，改善の双方があるので累積の原理ともする）

と呼び，これが「改革に勇気を与える｣('7)という。リベラルは，いわば諸

要因の「悪循環」から「好循環」への転換のうちに楽観論の根拠を置き，

制度的，構造的要因の改革に希望を託すのである。

（17）GunnarMgldar,前出，ＶＯＬ１，ｐ75-78,chap､３，(7)Theoryofvicious

circleから抄訳。

ところで，リベラルは，これらの構造的，制度的要因，ないし，それに

よる不均衡，格差等のうち，なにを重視するかというと，じつは，手あた
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り次第，ほとんどあらゆることを試ゑているといってよい。少灸先まわり

していえば，唯一つ，彼らは後にふるラディカルのようには，不均衡，な

いし差別的格差などを盗本主義体制が必然的に生永だし，したがって体制

の揚棄なしには解消しえない制度的，jliiMi造的矛盾とは考えない。したがっ

て彼らが頼りにするのは，現体制を前提とした政策による改革，ないし働

きかけである。そして彼らはかかる政策の多面的展開こそさきにみた黒人

の平等化傾向の基本的条件であるとするのである。

以下，できるだけ整理して示せば，つぎの如くなろうか。

（１）政府の介入を積極的に支持するリベラルの政策体系をふるぱあい，

その第一にあげなければならないのは，いうまでもなく総需要拡大政策で

あろう。社会の底辺に沈殿する黒人層の雇用を拡大し，所得をひきあげ，

「メイン・ストリーム」への統合をすすめるさいにも，これが最も基本的

な政策だと考えられている。総需要拡大政策は，周知のように，1930年代

の大恐慌を契機としたニュー。ディールに端を発する。1929年から始まっ

た大恐慌の中で，容易にクリアーされない大量失業が現象し，大量失業の

もとでも，財貨とサーヴィスの市場が均衡するぱあいがあるとする「ケイ

ンズ革命」にその背景を提供するとともに，失業，貧困は個人的欠陥に帰

することのできない制度的，構造的背景があることを明白にした。ここに

「完全雇用」を求めて，財政や金融を通ずる政府の経済への政策的介入が

正当化されることとなった。リベラルの誕生である。もっとも，ニュー・

ディールの景気政策によって，大量失業や貧困が解消したわけではなく，

そのためには，第二次篝世界大戦下の軍需による経済の大膨張を必要とした。

そして，戦後も，1946年，「完全雇用法」によって｢完全雇用｣の達成を政府

の義務としたが，そのためには，大戦中に起った膨張基調を大筋では維持

しなければならなかった。とくに1960年代，ケネディ，ジョンソン民主党

政権の下では「完全雇用余剰」なる概念を案出して，人為的高度成長政策

をとり，「完全雇用」に迫ったが，リベラルはこのとき，その絶頂に達した

といってよい。このぱあい，リベラルは総需要拡大によって,たんに失業や
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絶対的貧困が減少，軽減されると主張するだけでない。DaleLHiestard

は，市場の拡大は，一般的に雇用を拡大し，賃金を高めるが，ことに不利

益を蒙っているマイノリティ・グループが相対的により多くその恩恵をう

けることを，1910年-1960年について，実証的に明らかにし，平等化に対

しても総需要拡大政策の重要`性を強調した('8)。LesterCThurowt1947

-1964年についてだけであるが，より精級なモデルをつかって，これを計

量的に明らかにし，総需要拡大政策の重要性を確認していう，「他の政策

も必要であるが，それらの政策が成功するためには，労働市場の緊張が必

要条件となる。われわれの分析は，貧困と差別に取り組んでいくためには，

失業率３％という超完全雇用状態が主要な目標とならねばならぬことを示

唆する｣('9)と。

(18）ＤａｌｅＬ､Hiestand,ＥＣＯ"o〃ＣＧγoz(ﾉﾉﾉＭＭＥ”P/Oj'〃e"/Ｏ〃0γ/""耐Cs

/bγ〃"Ｍ〃Cs，ColumbiaUniv・Press，1964．

(19）LesterCThurow，前出，ｃｈａｐｌＶ・AggregateEconomicPolicies、引

用はchaplXAReviewoftheFindings,ｐ､１５６から。

（２）リベラルはこのように，総需要を拡大するだけでは，勿論不十分だ

という。雇用の機会に恵まれないのは，あるいは賃金が低いのは，需要の

側だけでなく，供給の側にも責任があるとする。すなわち，労働市場にお

いては，限界生産性の高いものから順次雇用されてゆき，その低いものほ

ど，賃金は低く，さらに低いものは失業を余儀なくされる（QueTheory)。

したがって差別的低賃金，失業などを改善するためには個人の限界生産力

を高めねばならない。そしてその限界生産力の高低を決めるものは，教育

と職業訓練であるとする。この関係を包摂すべ<コンサーヴァテイヴの理

論をふくらませたのが，「人的資本」理論（HumanCapitalTheory)(20)で

ある。平たく言えば，過去における一般的教育ないし特定の職業訓練に要

した費用を「人的資本」への投資とみなし，かかる教育訓練による限界生

産性の上昇をその投資の現在価値での回収とゑる。したがって，労働市場

で不利益を蒙っているものは，何らかの理由によって，この「人的資本投
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資」が小さいからだということになり，従ってその是正のためには，彼ら

の小さい「人的資本投資」を政策的に補充しなければならないということ

になる。

教育水準と所得水準の相関関係については，社会学者のつとに認識する

ところであり，また，教育普及の政策的努力はアメリカ資本主義の発展と

軌を－にして高まってきた。しかし，とくに貧困を救済する政策として，

戦略的に重視されたのは，６０年代に入ってからの「人的資源政策」（Man-

powerPolicy)(21)であり，それを理論的に支えたのがこの｢人的資本｣理論

であった。

その政策体系を概観するためには第３表が便利であろう(22)。紙幅を節

約するために，本文での説明を省くが，リベラルがどこに制度的，構造的

問題を見出していたか，注記を参照しつつ，読まれたい。なお第４表は，

雇用促進活動や行政機関の費用まで含めてあるなど，カヴァーする範囲が

若干異なっているが，この間のプログラムの消長をゑたものである。

(20）古くはSmith，MillMarshal等戈から，最も近くはＴ､Ｗ・Schulzにいた

るまでInvestmentinHumanCapitalを論じたしのは数多くあるが，一般

的な視角からこれを扱い，政策手段として整えたのは以下のものがもっとも

早い試糸であるという。

ＧａｒｙＳ,Becker，“InvestmentinHumanBeings,',JacobMiner，“on 

theJobTraining：Costs，ReturnsandSomelmplications，'，ともに

NBERSpecialConferencel5,SupplementtoJo"γ"α/〃ＰＣﾉﾉﾉﾉｃａＪＥｃｏ‐

〃o”’０ct､1962.所収。また単行本としてはＧ､Ｓ・Becker,HjC腕α〃Ｃａカノー

ノαノ（１ｓｔｅｄ),NBERandColumbiaUniv・Press，1964,（２ｎｄｅｄ）1975．

なおこの理論とこれがもった影響力については，邦文の簡潔な紹介があ

る。島田晴雄『労働経済学のフロンティア』総合労働研究所，1977年刊。

(21）Man-powerPolicyについても，さしあたり，島田晴雄，前掲書を参照。

より詳しくは，CharlesRPerry，RichardL､Rowan，BernardEAn‐

dersonandHerbertRNorthrup，Ｔｊｚｃ伽Pacオｏ／CCZ）cγ"腕C"ｆＭｚ"

PozocγＰγ０９γα"zsJ血ｃｃ"eγα/，αＭｏ〃Ｍ７"0γﾉﾉﾉＣｓα"ｄＷｂｗｃ"，Ｉｎ‐

dustrialResearchUnit，TheWhartonSchool，Univ・ofPennsylvania

l975． 
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HenryMLevin，“ADecadeofPolicyDevelopmentsinlmproving 

EducationandTrainingfOrLow-IncomePopulations'，ｉｎＲｏｂｅｒｔＨ， 

Haveｍａｎ（ed.)，Ａ山cα`ＣＯ/ＦcdeγαノＡ"がPozﾉcγｫｙＰγ０９γα伽ｓｆＡｃﾉｹｶﾞ‐

DC"e〃ｆ，Ｆα〃"γCs，｡〃ｃＺ化SSO"s，AcademicPress，1977．

(22）第一列は，読承書き計算などの，もっとも基礎的な，いわばGeneral

HumanCapitalの投資の不足を補おうとするプログラムで，テスト結果と

所得の強い連関を前提にしている。HeadStartは黒人の場合，就学以前の

段階すなわち家庭に問題があり，家庭教育が，その経済的，文化的，社会的

背景から満足におこなわれておらず，学校教育をうける基礎が意欲的にも，

能力的にも準備されていないという認識（ＵＳ､DepartmentofLabor,ＴﾉbC

jVcgγ０Ｆα〃ﾉﾝ$ＴﾉｂｃＣａｓｅ九γＭｚﾉﾉo"αノＡＣﾒﾉo"，ＧＰ､0.,1965）の下

に，これを補おうとするプログラム。

ＥSEA（ElementaryandSecondaryEducatioｎＡｃｔ）のＴｉｔｌｅｌは，一

定の基礎的学力を確保するために，日本流にいえば「落ちこぼれ」を防ぐた

めに，必要な補習教育などの特別の人件喪，教材費等を貧困地域にあるいは

貧困家庭の児童，生徒数の割合によって支給するプログラム。

第２列は，教育期間を，より長期にして，Marginalproductsを高めよう

とするものである。UpwardBoundは貧困青年に夏の間大学教育を受けさ

せるプログラム。NeighborhoodYouthCorps以下の諸プログラムは，貧

困青年にパート・タイムの仕事や奨学金を与えてスクーリングを全うさせる

プログラム。

第３列は，職業訓練のためのプログラムで，マンパワー。ポリシーの花型

として，とくに力を入れられたものでＭＤＴＡ（ManpowerDevleopment

TrainingAct）に代表される。

第３表反貧困戦略

反貧困戦略

基本的能力より高度の教育の達成|艤墨職務のため
プログラム｜ＨｅａｄHeadStart 

Titlel，ESEA 

AdultEduCAct 

BilingualEduc． 

UpwardBound 

Neighborhood 
YouthCorps 

Educational 

OpportunityGrants 

WorkStudy 

TalentSearch 

DropOut 

VocationalEduQ 

JobCorps 

ＷｏｒｋExperience 

lＭＤＴＡ 

ｌＪＯＢＳ 
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教育成果｡尺度l三川での高い評|歩,長い墓'一Ｗ|議鑑繍曇”
ＣＣ－●●Ｃ⑤￣■￣￣■￣￣●￣●￣●￣■￣￣■￣●●￣￣￣￣●￣￣■￣￣￣￣■￣--●￣■￣●￣｡●￣●ご￣￣●■●■￣■￣⑤￣｡●●●￣￣●●￣●●■●￣￣ＣＣＣ￣ｃ￣￣￣｡■■￣｡￣￣｡￣ｃ￣-口￣￣￣￣￣￣￣￣￣ｃ￣￣￣￣￣中一ＣＣＣＳ●●￣￣｡●●￣￣￣●■￣■●●￣｡￣●￣￣￣▲￣●｡■●白年■ｃ｡●●□。｡■▲▲▲●

貧困度減少の証
拠

テストの評点と所
得との大きい相関

他の労働者をおしの
けることなく得られ
るより高い年間所得

他の労働者をおしのけ
ることなくより高い年
間所得と雇用機会

ＨｅｎｒｙＭ､Levin，“ADecadeofPolicyDevelopment''ｉｎＲ.Ｈ､Haveman,ｅｄ・Ａ
Ｌｃａｄｅｏ′Ｆｃ`eγαノＡ"ｔｊＰｏＵｃγがＰγ０９γα腕s,AcademicPress,1977,Table４－２

第４表雇用と訓練のための連邦政府支出推移（百万ドル）

1９６１１１９６５１１９６９１１９７２１１９７６ 

総 計 4，３７５１９，０５３ 235 798 2,297 

職業訓練

訓練機関によるプログラム

ＭＤＴＡ 

ＪＯＢＣＯＲＰＳ 

ＷｏｒｋｌｎｃｅｎｔｉｖｅＰｒｏｇｒａｍ 

Ｃ.Ｅ､Ｔ・Ａ

ＯｎｔｈｅＪｏｂＴｒａｉｎｉｎｇ 

ＪＯＢＳ 

Ｖｅｔｅｒａｎｓ 

Ｃ.Ｅ､Ｔ・Ａ

Ｉ 281 823 1,367 

９３０ 

1,491 

９５９ 

６
４
 237 614 

248 406 180 

188 3７ 235 175 

５４ 

６２９ 

５３２ 

2５ 118 

3４ 2０９ 437 ２ 

4２ 

４９ 

127 

124 ２ 2６３ 

１６１ 

:鷲三」
幟鰯雲瀞■

Ⅱ 1３９ 482 1,357 4，９２１ 

248 459 100 547 

182 377 9７ 

409 

898 956 3９ 

１８ 

234 

106 125 

599 

894 

3,418 

３，３３５ 一’

Ⅲ雇用促進サーヴィス

職業紹介

行政機関(ＥＥＯＣ,ＯＦＣＣなど）

保育補助

798 1,338 445 155 

129 

245 

204 4２１ 6６１ 339 

108 1０ 

９６ 

5７ 

320 569 4２ 2６ 

Ⅳ行政機関(ManpowerAdなど)’８１３２１１４４ 196 184 

SarLevitan，GarthMangumandRayMarshall，Ｈ"”α〃ＲＢＳＣ〃γCBSα〃‘
Ｌα60γZMzﾌﾟﾉＭｆＬａｂｏγαＭＭｔｚ〃PC〃〃ｊ〃ノカｃＡ伽eγｊｃａ〃ECO"0”y，Harper
＆ROW,1976,Ｔａｂｌｅｌ２－１より抄出。



第５表平等化政策の展開

その他選挙権 教育梅雇用権

1934○ＮＩＲＡの下での諸規則における
人種差別禁止(公共低家賃住宅
など）

1933○UnemploymentReli[Ａｃｔ： 
①連邦政府資金による雇用・鐵業訓練

1940●大統領行政命令8587：
①連邦政府の雇用

1941●大統領行政命令8802：

①軍需契約者，連邦政府の雇用，連邦諸機関の職業訓練
②FhirEmploymemPracticeCommittee設置
③差別の訴えを受理，調査，改善勧告，公聴会開催

1943●大統領行政命令9346：

①非軍需迎邦政府契約者を加える

★l944Steelev・LouisvilleandNashMlleRailroad：

①RailwayLaborAct下で団体交渉権を認められている労組，のちに
NationaILadorRelationAct下の労組も

1946●大統領行政命令：

②President，sCommitteeonCivilRights設置

1951●大統領行政命令10308：

②CommitteeonCovemmentContractCompliance設置

1953●大統領行政命令10497：
②President'sCommitteeonCovernmentContract設置

1957oCivilRightsActof1957 

（今世紀に入ってはじめてのCivi1RightsAct）
①選挙権，統合教育，その他について差別禁止の一般的
宣言（実効なし）

②CMIRightsCommissionを設立

1961●大統領行政命令10925：

①全ての連邦政府契約者
②CommitteeonEqualEmpIoymentOpportunity設置
③●a{｢irmativeActionおよび定期的報告を要求

・強制力として①公表，、悪戯者を刑法上の罪として告訴することを
勧告，Ｏ政府契約停止

１９６３○EqualpayAc1 

1963●大統領行政命令11114：

①連邦政府助成の建設契約にも適用

1964○CivilRig11tsAc(ｏ｢l964TMoⅦ．（雇用差別禁止）
①25人以上雇用のすべての雇用主，メンバー25人以上の
労働組合，雇用紹介・訓練機関

②EqualEmploymcntOppotunityCommission設搬
③差別の訴え受理，調査，調停，告訴勧告

TitleⅥ（同右）

1965●大統領行政命令11246：

②OlficeoIFbderalCoIItractCompliance詮議

③連邦契約業者の連邦契約以外のＪ１『業についてもＡ{firmativeAction要求
★1968Qualesv・P1lillipMoris昇進,配転，departmentalの先任権
政策が差別的であると判断

★l969Madlockv・SardisLuggageComp・黒人を一定の削合で採用
することを命令

★ｌ９７０１ｒｖｍｇｖ・MohawkRubberComp・過去のニグロjob，divisioII
ごとの先任樅が現在の不公正の原因であるとして原告を-k級のdivisio1I

へ配i随することを命令

★l970UnitedStatesv・DillonSupp]ｙＣｏ、

l971Robinsonv・LorillordComp・

dcpartmelltaIの先伍権と限られた昇進が黒人を上級の職樋から
排除していると判断，差別がなかった場合との差額を補価し，

企業と組合に先任権の範囲と配置体系を変更することを命令

★l971Criggsv、DukePowerComp、中立的にみえるがﾘﾄﾞ実上不公
正な採用テストによる差別を違憲判決

1972○EqualEmpIoymentOpportunityAct 
①､(111行15人以上のjiK用主，メンバー15人以上の労組，

公的，私的職業紹介機関，州．地方政府に適１１１拡張
③ＥＥ､０．Ｃ､が原告になりうるとする

★1943Ｓｍｉｔｈｖ、Kraemer

民主党Primaryからの締
出しを述悲とする

1948●大統領行政命令

軍隊での差別禁止

★ｌ９５４Ｂｒｏｗｎｖ・Ｂｏａｄｏ｢Education

orIbpcka 

分離教育は差別的であるとの違憲
判決，可及的連かな統合を命令

1963●大統領行政命令11063：

連邦政府の所有，管理もしくは助成した住宅'二

における差別禁止

同左

TYtlelV 

(公共教育の人種統合化）
ｍＩｅｌｌ（同右）

1965○E1emertayandSecondary 
Educatio、Ａｃｔ

同左

T1tleI 

(選挙権侵害禁止）

、1ＧW（同右）

1965○VotiIlgRightsAct 

同左

TYtleu（公共収容施設での差別禁止）

Titlem（公共施設での差別禁止）

T1(1ｅＶ（CommissiononCivilRigl1ts設置）
TX1eV1（連邦助成にかかわるすべてのProgramにお

ける差別禁止）

1968○CivilRiglltsActo｛１９６８１m（FairHousing） 

●大統領行政命令

○立法

★司法判決

①人種差別等の禁止の対象・iMiilli

②人種差別等の禁止を遂行するため設殻された待別の機関

③法，命令等の強制措置等

1972○HigbEducatiomAct 
述邦助成を手段とする高等教育
におけるＡ｢｢irmativelActionを

促進

･NijoleVbBci1ok｢aitis＆ＪｏｅＲ,F1eagin，Ａ放rm0ti`cAclio,､｡,ｕｄＥｑｕａ／Opporlm"ily,ＷｂｓｔｏｒｒｌＰ｢ＣＳＳ,1978
.ＴｈｃＣｉびｉｌＲｉｇｈｌｓＡｃｌｑ/１９“,OPeｱｕｊｉｏ〃Ａｌａ"u皿,BNAIIIc､１９６４
．Ricl1ardMBurkey,RpciuノDjsC7imimjio伽(mdPIHblicPDﾉｉｃｙｍｌＡｃＵｊ,iledSluに３，HealI,and・Corp･１９７１
。、orotl1yK・Ｎｅｏｗｍａｎｅｔ.ａ１．PTotesl，ＰＣﾉi〃csaJudPruspprily：Ｂ化cAAmcTicnundWAiにnzs亜mlio"3,1940-だ，PaIutI】eonBook，１９７８
から作成．
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（３）さて，以上の二つ|土，リベラルの失業，貧困理論における最も重要

な二大変数であり，従って，最も信頼する二大政策手段であるが，それ

らは特別に黒人を対･象とするというよりも，失業，あるいは潜在的失業

(Subemployment）に陥っている黒人の割合が，また，「人的資本投資｣の

小さいものの割合が大きい限りで，黒人に対する政策でもあった。しか

し，黒人の差別的格差の大きさは，それだけでは説明しきれないことをリ

ベラルも認める。

すなわち，リベラルは黒人は生活のあらゆる領域で，すなわち労働市場

において，教育施設において，政治活動において，そして諸施設の利用

や，住居地域の分離など，その他の社会生活一般にわたって，さまざまな

かたちで－個々の白人によって，あるいは制度的に，明示的意図的に，

あるいは意図せざる結果として－差別されていること，そして，それ

が，まさに「悪循環」によって強め合い，不均衡，不平等を生糸出してい

ることを認める。かくて，それぞれの差別に対しても，これを好循環に転

轍すべ<，政府の介入を要請する。われわれの関心から労働市場ないし，

雇用差別に対する政策に重きをおいてあるが，かかる政策展開のあとを特

徴づければつぎのようになる（第５表参照)。

１．ニュー・デイール～1954年

「再建期」が1877年へイズの「歴史的妥協」によって終ったのち，南部

諸州は，黒人に市民権を与えた憲法修正第14条，また選挙権を与えた同１５

条に州権を優越させ，さまざまに工夫をこらして巧妙にそれらを剥奪しよ

うとする反動の時代を迎えた。かくて平等化への動きは，氷らく停止した

ままの状態が続いていたのである。それが，ニュー・ディールの頃から，

とくに第２次世界大戦が始まってから，平等化政策に動意が感じられだ

す。一方で，1943年のＳｍｉｔｈｖ・Kraemer判決以降，同種の判決によっ

て，南部諸州における黒人の選挙権剥奪を矯正する動きがふられるととも

に，他方で，第２次大戦中，あるいは朝鮮戦争中，軍需契約をテコにし

て，黒人の雇用差別を解消しようという試糸が歴代の大統領によってなさ
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れはじめた。もっとも，それには強制手段がともなわず，実効に乏しかっ

たが。

２．１９５４年～1964年

1954年，従来の人種分離教育は，黒人の平等に教育をうける権利を妨げ

ており，人種を統合して教育を行わないかぎり，教育の平等を保障できな

いとし，公教育における人種統合を命じたBrown判決が出された。これ

を皮切りに，ようやく政策展開は速度を加える。1957年には骨抜きにされ

て，単に宣言にしかすぎなくなってしまったが，「再建期」以来はじめて，

公民権法が議会を通過し，やがてKenedy大統領が，行政命令10925によ

って差別禁止を軍需契約から，すべての連邦政府契約にも拡張するととも

に，はじめて強制手段を設け，かつ，単に法律に触れなければよいという

だけでなく，積極的に差別を解消していく具体策（aHirmativeAction）を

要求するにいたった。

３．１９６４年～

加速化傾向にあった政策展開にさらに拍車をかけ，その全面展開の時期

を画したのが他ならぬ1964年公民権法の制定である。第５表にふられるよ

うに，ほとんどすべての領域にわたって人種差別を具体的なかたちで禁じ，

またその強制手段を一方で裁判所の判決に頼るとともに，連邦財政がか

かわっているかぎりで，これを強制手段として用いうることを定めた

(TitleVI)。ことに雇用の領域で画期的なのは，法の適用範囲を政府契約

があるなしにかかわらず，全企業，全労働組合に広げたことである。

以後，各領域で，これをさらに補強する，ないし実効あるものにすべ

〈，表にふられるようにさまざまな試承がなされる。こうして経済的，社

会的な「デ・ファクト」の差別は別として，少なくとも公約には，あるい

は，「デ・ジュアリ」には，人種差別は解消し，さらに一見外的には中立

的に承えるが，事実上差別を結果する制度にも，1968年以降の判決が示す

ように，挑戦するにいたったのである。

（４）最後に，以上のような政策によってもなお救済されない部分に対し
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て，リベラルはいわゆる所得維持政策（incomemaintenancepolicy）な

いし，社会保障の充実によって対処しようとする。

第６表公的社会福祉支出の推移（百万ドル，％）

ｌ蝋|艤保l総|篝鑿|鷲教育l住宅|鰐荒鵜

ljDlIiJII蝿l11il
Ｓ/α〃ｓｊｊｃａノＡＭγαｃｏｆ/ｈｃＵ"jrc‘SZaZes，Ｚ979．

第６表は，社会福祉関係の連邦支出の推移をふたものである。第２次大

戦中は停滞気味であるが，戦後はかなりの勢いで増加する。とくに，６０年

代後半から70年代にかげて著しい。

ところで，われわれの関心は，黒人がかかる社会福祉政策のなかにどの

程度とらえられているかということであるが，第７．８．９．１０表にふるよ

うに，白人とのギャップはまだかなりのものがあるものの，６０年代以降，

急速にそのギャップを縮めていることが窺える。

第７表人種別老令年金受給比率（％）

非白人’白 人’ギャップ年

８ 

２１ 

４５ 

６７ 

９５ 

４
８
５
８
８
 

１
１
 

1945 

５０ 

５５ 

６０ 

７５ 

４
３
０
９
７
 

１
３
４
８
 

DorothyK・Ｎｅｗｍａｎｅｔａｌ，Ｐγo/esj，PCJﾉﾉﾉＣｓα〃ｄＰγＯＳＰＧγﾉﾉy，Ｐα〃ﾒｶＣＯ〃

BoohS，Ｚｇ７８，Table７－５． 
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第８表人種別退職者の社会保険月平均受給額

年’非白人｜白人’
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黒人／白人

＄３５．７６ 

５０．４６ 

５７．１３ 

６４，５５ 

９０．５２ 

１２９．２３ 

＄４７．９５ 

６８．５９ 

８１．１１ 

９３．６６ 

１１３，６４ 

１６１．５３ 

％
 
５
４
０
９
０
０
 

７
７
７
６
８
８
 

０
５
０
５
０
３
 

５
５
６
６
７
７
 

９
 

１
 

DorothyKNewmanetaL，前出，Table７－７．

第９表人種別失業保険カヴァー率（％）

’非白人’白年 人

1940 

５０ 

６０ 

７０ 

３
７
４
７
 

３
４
５
６
 

６
０
９
４
 

５
６
６
７
 

DorothyK・Ｎｅｗｍａｎｅｔａｌ.，前出，Table７－８．

第10表扶養すべき子女のいる家庭の生活保護受給者

年 増加率（％）1961 1971 

蕊刑JｉｊｌＩｉｉＩＩｌＩｊ
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以上，紙幅の制約から，ごく簡単にではあるが，リベラルの主張する政

策の展開過程をひとあたり見てきた。リベラルは，まさに，このような政

策展開こそが，はじめにゑた黒人の対白人経済格差の縮小の最大の根拠で

あるとするのである。

こうして，コンサーヴァテイヴは，競争の圧力によっておのずから，リ

ベラルは政府の政策をテコにして，というように強調点はことなるが，い

ずれにしても，黒人の対白人経済格差の縮小という従来の傾向をさらに延

長することによって，「アメリカン・クリード」と調和するかたちで，つ

まり民主主義の完成の中に，黒人の体制への統合を楽観的に展望するので

ある。

3．悲観論一ラディカルー

1960年代のはじめは，リベラルの夢が最も大きくふくらんだ時であっ

た。「完全雇用余剰」なる概念をもちだしたニューエ・コノミヅクスの当

初の成功は，「ケインズ理論と，ますます高度になり，かつ信頼性を増し

た経済活動の数量化との結合が……歴史上はじめて，きわめて高い成功度

を以って経済の管理を許す現実的なモデルを提供した｣(23)という確信を一

層深めさせた。ますます強まるかかる確信のなかで，『豊かな社会』（J・K

Galbraith,1958)の中に,『もうひとつのアメリカ』(2ｲ)や『見えざる貧困』(25）

を一種の驚きを以て発見したリベラルは，それをアメリカの潜在能力ない

し資源の浪費であるとして，「貧困に対する戦争」（WaronPoverty）に，

また「偉大な社会」（GreatSociety）の建設に，ケインズ理論にもとずく

「完全雇用余剰」（FullEmploymentSurplus）と「人的資本」理論(Ｈｕ‐

manCapitalTheory）にもとづくマンパワー・ポリシーを主要な武器と

してのり出していった。

(23）Moynihan,Mzx伽""MszCMCγsfα"〃"9,TheFreePress,1969,ｐ､２６．

(24）MichaelHarrington，ＴｊｚｅＯﾉﾉbeγＡ腕eγjca：PoDcγＤＭ〃ｔ"ｅＵ"jZea

SZcztcs，Macmilan，1962. 
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（25）DwightMacDonald，“OurlnvisiblePoor,'，NewYorker，１９Jan、

1963.(2)とともにWaronPoverty'政策形成に啓蒙的役割を果たしたとさ

れる。LawrenceM・Friedman，“Social/POIiticalContextoftheWaron

Poverty',ｉｎRobert.Ｈ、Haveman，前出．

しかし，現実は，必ずしもこれを彼らのモデルどおりには管理しえなか

った。７０年代に入るや「スタグフレーション」に直面し，彼らも自信を喪

失するが，じつは，それよりもはやく，６０年代央にすでに，コンサーヴァ

テイヴは勿論，リベラルも含めた正統派はその理論的枠組糸の有効性を疑

われる事実を突きつけられるにいたっていたのである。

1964年，歴史的な「公民権法」が成立したまさにその夏にはニューヨー

ク市ハーレムで，翌1965年にはロスアンゼルス市ワヅツでと，東部，西部

の大都市で大規模な人種暴動が起った。これを皮切りに，６６，６７年と全米

の大都市を人種暴動の嵐が席巻した。６７年には，バッファロー，シンシナ

ティ，デトロイト，ミルウォーキー，ミネアポリス，ニューアーク，タン

ハ，ニュージャージー州プレイフィールドの８つの大暴動のほか，３３の中

暴動，１２３の小暴動がはじめの９ケ月の間に承られた。この年の７月ジョ

ンソン大統領は，NationalAdvisoryCommissiononCivilDisorderを

設けその原因調査と対策とを諮問したが(26),かかるゲットー暴動は，つと

に一般の注意をゲットー問題にひきつけていた。そして，そこで発見され

た事実は，総需要政策にも，マンパワー，ポリシィにもほとんど無縁の人

戈の大量の存在であった。

「ゲットーの多くの労働者にとって，失業とは，労働市場での諸困難を

示すはるかに広い範囲にわたる症候群の中のひとつの小さな症候にすぎな

い。低賃金，不安定な仕事，卑しい仕事，低熟練，低い勤労意欲，就職情

報の不足，不充分な手づる等々の問題にも同じように注意する必要があ

る。それぞれの問題は互いに因果関係にある。そのうちの一つの問題をも

つと，同じように他のいくつかの問題に悩まされやすい｣(27）

これを敷桁して，総需要拡大政策やマンパワー，ポリシーがよってたつ，
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「正統派経済学」がいかなる問題を突きつけられているかについて，

DavidMGordonはいう，「60年代の始めには，所得および雇用の分析

は，労働市場についての，疑れることの少なかったつぎの三つの前提の上

に成立っていた。

その第一は，失業は，職が現に提供されているにもかかわらず，またも

しそうでないならば経済の拡張によって提供されうるにもかかわらず，そ

の職が要求する熟練を備えていないことから生ずる。そして教育や訓練プ

ログラムは，この必要な熟練を供給する，あるいは「正統派経済学」が想

定する限界生産力理論のディメンジョンでいえば諸個人の限界生産力を高

めうるとされていた。

第二に，雇用，失業，非労働力という三つの労働力の状態には，安定性

があるという想定である。すなわち，失業者は労働市場から脱落するこれ

なく失業の状態にとどまり，非労働力は一般に健康や家庭の事情でI動くこ

とができないものと想定されていた。

第三に，上のことを支える条件として，労働市場に登場しているもの

は，いかなる雇用状態にあろうとも働くことに対する動機を失なわないと

いうことを想定していた。

しかし如上のゲットー労働者の状況は，これらの想定に重大な疑問を投

げかけることになった」と(28)。

「正統派」理論は，これらの問題に対して，多くの制度的な，あるいは

その他の場当り的補正を試ふた。これを不服として生まれたのが「二重

労働市場論」といわれるものである。その旗手PeterBDoeringerと

MichaelJPioreは，彼らが60年代半ば頃から断片的に開発してきた理論

を集大成した書物の序文においていう，

「これらの問題は，最初，経済理論の伝統的分析用具で接近が試ふられ

た。しかし，それぞれの問題は，あれかこれ力動の仕方で，伝統的なフレー

ムワークに抵触し，多くの制度的な，あるいは他のアドホックな説明の導

入を要求した。伝統的経済理論の予測結果からの乖離を市場の不完全性や
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非市場的制度によって説明するのは，もっとも旨くいったとしても，知的

魅力がない。悪くすると，それは政策形成のために重要な要因を無視する

か，かくしたりさえしかねない。この書物において，多くのこれらの要因

を見出し，競争的労働市場のモデルが提供するよりも，より包括的なアプ

ローチの中にそれらを位隠づけよう｣(29)と。

（26）尺CPOγ／ｏ／ﾉﾉｾCMU〃o"αノAdz）jsorjノＣＯ加伽ssio〃ｏ〃ＣＭノＤｊｓｏγdcγ，

Ｇ・Ｐ０．，１９６８は，さらに一般の注意をゲットー問題に惹きつけた。

（27）ＤａｖｉｄＭ・Gordon，Ｔﾉicoγｊｃｓｏ／ＰＣ"cγｔｙａＭＵ"Cl”ﾉqy”e"/，Heath

andCompany，1972,ｐ６． 

（28）nＭ．Gordon，前出，ｐ､78．

（29）ＰｅｔｅｒＢ、DoeringerandMichaelJPiore，Ｉ"/cγ"αノLaboγＭｚγＭｓ

α〃ａＭｔｚ”o〃eγＡ〃αJjﾉs/s，HeathandCompany，1971,ｐ､１．

それがどの程度包括的であるかは，ラディカルや「正統派」には疑問で

あろうが，それはとにかく，「二重労働市場論」は(30),「正統派」の想定す

る，均質の競争的労働市場の存在を否定し，労働市場は，異質の二つの市

場，すなわち，主要労働市場（PrimaryLaborMarket）と従属的労働市場

(SecondaryLaborMarket）に二重化されているとする。「プライマリー・

レイパー・マーケットにおける職は，高い賃金，良好な労働条件，安定

し，保障された雇用，公正な手続きによって規定された就業規則，多くの

昇進の機会といったことがらによって特徴づけられる｣(3D｡そして,その構

造と範囲は，ほぼ，「内部労働市場」（InternalLaborMarket）に重なる

という。ところで，この｢内部労働市場」というのは，「外部労働市場」

(ExternallaborMarket）と対立する概念で，なんらかのしかたで，その

参入が限られ，外部に対して封鎖的になっている市場である。従って，た

とえばその職種の賃金決定は，「外部労働市場｣のようには必ずしも市場で

の需給によって客観的には決まらず，制度的要因の影響が加わるような労

働市場である。因永に，それには，クラフト型と企業型と二つあるとされ

る。クラフト型のぱあい，そこへの参入は，徒弟として訓練をうけるとい

う過程を通らねばならないので入口が限定され，封鎖的になるとともに，
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その訂'１練過程，仕事の配分，賃金決定などにも，内部の制度的規制の影響

がつよくなる。企業型のぱあいも，熟練形成は，企業内でのオン･ザ.ジョ

ブ・トレイニング（OJT）というかたちでおこなわれるゆえに，職種は，

おのずから階梯状になり，その上位の職種への労働力の供給は，企業内の

下位の職種からの昇進というかたちでしかおこなわれない。ここに，内部

の制度的規制ないし「社会学的諸力」が働く余地が生まれるのだという。

他方，「セカンダリー・レイバー･マーケット」における職は，低い賃金，

劣悪な労働条件，不安定性と高い入職・離職率，過酷，慾意的な就業規

則，昇進の見込承のなさ等々といったことがらに特徴づけられる。それは

つぎの三つの領域からなるとされる。

ひとつは，上のような｢内部労働市場｣の対極に位置する｢外部労働市場」

である。そこにおいては，ほとんどのぱあい何の熟練も要求されない。し

たがって誰でも，いつでも自由に参入しうる市場であり，雇用主，労働者

ともに，長期の安定した雇用にインセンティヴをもたない。

二つ目は，secondary‘internallabormarket，ともいえるもので，一応

は内部労働市場という性格をもつが，構造化された熟練階梯のごく短いも

のがこれに属する。いわば，「内部労働市場｣と｢外部労働市場｣の境界領域

にあるものといえよう。

そして三つ目は，それが，構造的熟練階梯が壮大につくられている「内

部労働市場」の内部に，というよりも下位に，あるいは並んで，組糸込ま

れているもので，上位の職種群への昇進の機会のほとんどない袋小路の職

種群である｡(32）

（30）以下の解説は，われわれなりのＰ・BDoeringerandM・ＪＰｉｏｒｅ前出か

らの，われわれのコンテクストにかかわるかぎりでの要約である。主として

chap、１，２，７，８，９，参照。

（31）同ｐ､165．

（32）同ｐｌ６６－１６８からの抄訳。

かかる「二重労働市場論」の特徴は，「正統派」の均質的，普遍的そし

て競争的，かくて数量化しうるにしても，抽象的な，労働市場モデルに対
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して，より具体的，現実的要因，就中,制度的,歴史的要因をも導入してく

る点である。かくて,ここでは,たとえば労働者のビヘイビアも市場によっ

て同じではないとされる－｢二重労働市場論｣はこの点に著しく大きなウ

エイトをおく－。ひとたびSecondaryLaborMarketにとらえられると，

いま糸たように，そこでは雇用が不安定，劣悪であるのは勿論，長期の安

定した雇用に労使ともインセンティヴをもたず，ＯＪＴ、の，また昇進の

機会も，賃金上昇の望みもないゆえに，労働者の勤労意欲も低下を免れな

い。そして失業，就業，非労働力化ということの区別も大きな意味をもた

なくなる。かくて，それらの間を転々とするようなピヘイビアが生糸出さ

れる。逆にかかるビヘイピアをもつ労働者がいるところでは，労働市場は

SecondaryLaborMarket化していかざるを得ないというのである。

ところで，このように，二分化された，そして，歴史的，制度的要因を

包摂した，より具体的な労働市場をモデルとした「二重労働市場論」は，

従来のリベラルの政策展開に一定のウエイト修正を要求する。

すなわち，リベラルが，最も力を入れたのは，総需要拡大政策とマンパ

ワー・ポリシーであった。けだし，すでに糸たように，リベラルは，労働

市場におけるその供給は，その限界生産力の大きいものから小さいもの

へ，いわば列をなして並んでおり，経済の拡大とともに順次雇用されてい

くと想定している(QueTheory)｡そして，失業は均衡点で要求される限界

生産力以下の生産力しかもちあわせていない労働者に起ることになる。し

たがって，その失業の解消のためには，かかる労働者の「人的資本」の投

資を高めればよいということになるからである。

しかし「二重労働市場論」は，この二重化された労働市場を前提してい

るかぎり，また，セカソダリー・マーケットの労働者のピヘイピアがその

ままであるかぎり，かかる政策はインフレをつよめこそすれ，労働市場に

おける諸格差，ことに黒人のそれを解消することは難しいという。

因糸に，彼らによれば，プライマリー・マーケットはつぎのようにして，

黒人のそこへの参入を排除しているという。
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（i）その入口においての差Bり

ここでは，企業が要求する熟練は，ｏ､Ｊｍで形成されるのだから，応

募者は，まだこれを備えていない，したがって企業は，将来企業が要求す

る熟練を，当該応募者が，ＯＪＴ・のうちで獲得していく潜在的能力で採

否を判断しなければならない。つまり，extarnallabormarketのように，

企業が要求する熟練をすでに応募者がllliえており，（あるいはここにおい

ては多くのぱあい，企業はなんら熟練を要求しないので，誰でも企業の要

求を満す)，市場の需給ですべてが客観的に決定されるのと異って，すべ

ての段階で，企業の主観が入りうる余地があるのである。かくて，採用に

さいして学歴，テストの評点などの採用基準（hiringstandards)，適格者

の選別基準（Screeningcriteria）などを設けるが，その採用過程におい

て，白人雇用主（ないし当該企業の労働者，製品の購売者）の黒人に対す

る差別意識が入ってくる。さらに例え，意図として差別しないとしても，

企業は選別コストをひき下げようとして過去におけるかかる表面的な特性

と，企業が要求する熟練の達成度との相関を前提にして選別するかぎり，

いわゆる統計的差別（statisticaldiscrimination）が生れることにならざる

をえない。例えば充分に適格の黒人がいたとしても，過去における黒人の

達成率が白人のぱあいより相対的に悪かったゆえに雇用を拒否されるので

ある。

（ii）「内部労働市場」における配属規定による差別

企業内市場においては職務は，たとえばディヴィジョンごとに職務群を

構成し，それがいくつか集まって，デパートメントを構成するというよう

に配置されているが，同時に，決して単線的にではないにしても，概し

て，０．J.Ｔ・にもとづく職務階梯を構成するように配置されている。この

ぱあい，配属，昇進の基準としてまず先任権が重視されるにもかかわら

ず，（i)と同様のことがあるていどいえるが，それよりも，配属政策がきわ

めて差別的であることが問題となる。黒人は概して，職務階梯における下

位のディヴィジョン，しかも昇進の閉ざされた袋小路のディヴィジョンに
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配属されることが多い。たとえ昇進して，上位の他のディヴィジョンへ，

あるいはデペートメントへ移っていくことが可能だとしても，そのさい，

先任権がディヴィジョンごと，あるいはデペートメントごとというように，

その範囲が狭いばあいには，従来の勤続年数が勘定に入れられず，雇用縮

小のさいには最初にレイ・オフの対象となってしまう。かかる不利益のた

め，上位のディヴィジョンなどへの昇進を黒人が好まず，おのずから袋小

路のニグロ・ディヴィジョンがつくられてしまうのである。

（､）労働組合による差別

（i)，（ii)の'慣行は，労働組合がこれらの差別的慣行を積極的に廃止し，白

人と黒人の統合をすすめていくぱあいは別であるが，労働組合がこれらを

そのまま労働協約の中に盛り込むぱあいが多い。それゆえ労働組合は，一

方で白人によるそれ以上の差別の拡大に歯止めをかける作用も認められな

くはないが，しかし現状の差別を認めて，これを固定化してしまう作用を

も果す。とくに，クラフト・マーケットのぱあいは，組合自身が差別の積

極的な推進者となることが多い。

かくて，「二重労働市場論」による政策の強調点は，まず第一に，セカ

ンダリー・マーケットからプライマリー・マーケットへの流入に対する障

壁を小さくすることにおかれるが，そのためには何よりも，以上に承た黒

人差別の実効をもった廃止が必要だとされる。そして第二には，セカンダ

リー・マーケットの労働者一般をプライマリー・マーケットへ導くぺく

－そのピヘイピアの改善を戦略的手段として－，セカンダリー・マー

ケットの労働者の実態に則した，きめ細かい政策的配慮，すなわち，セカ

ンダリー・マーケットの労働者のタイプ分けと，それに則したマン・パワ

ー・ポリシイの展開，勤労意欲を惹起するような所得維持政策の探究，政

府によるプライマリー。マーケット的雇用の提供，そしてまた，セカンダ

リー・マーケットにおける労働者の組織化，集団交渉制の導入，最低賃金

制のカヴァーする範囲の拡大等戈を行うべきだということになる。

こうしたかたちで「二重労働市場論」は，－面では「正統派」理論にも
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とづくリベラルの政策を補正ないし，補充しながら－糸ずからをリベラル

の一翼に連らねつつ－，一層の政策展開に力を貸すことになったのである。

そこで，もう一度，前節の政策展開過程を少し注意深くみられたい。そこ

に「二重労働市場論」の若干の寄与を発見するのはさしてむずかしいこと

ではあるまい(33)。

（33）たとえば，マンパワー・ポリシーについて承ると，ＭＤＴＡを中心とする

職業訓練プログラムは，所期の効果をあげえず，より直接的に政府の補助を

条件に企業に仕事を提供させるだけのものになってくる。この傾向は，訓練

よりも職の提供，それもpublicemploymentの提供の増大というかたちに

なってはっきりとあらわれる。そして，それは同時に，その地方ごとにきめ

の細かい配慮のできるように権限をコミュニティへ移しつつ諸プログラムが

ComprehensiveEmploymentTrainingＡｃｔに統合される過程でもある。

もっとも，このような変化は「二重労働市場論」の影響というより1967,

68年のゲットー暴動が引き金になり，これに対処する暴動防止策という性格

を濃厚におびるようになった結果と考えるべきで，「二重労働市場論」は，

そのジャスティフィケーションと考えるべきであろう。この点Perry，

Anderson,Rowan＆Northrup,前出，ｃｈａｐｌ，ｅｓｐｐ､17-24,参照。

そのほか，平等化政策における68年以降の司法判決は，まさに「二重労働

市場論」が直載に支持するところであろう。

ところで以上「二重労働市場論」について長々と説明を加えたのは，ｃ
●●● 

つは，かかる「二重労|動市場論」が，他面で，「正統派」経済学を，より

根底から批判しつつ，「ラディカル｣(34)が再興する－つの手がかりを与え

たからである。勿論ラディカルの再興は60年代央からの世界的現象であり，

アメリカに限っても，穏健な公民権運動から出発し，BlackPantherの出

現にいたる「黒人革命」の進行，ヴェトナム反戦運動，反原子力，反公害

の市民・消費者運動，労働組合におけるランク・エンド・ファイルの活性

化，そして，ラディカルの担い手自身を生糸出した学園紛争がその背景に

ある。しかしラディカルによる「正統派」経済学批判，というコソテクト

においては,＜人種暴動をきっかけとするゲットー労働市場への注目一｢二

重労働市場論」の展開－その批判的克服＞という道筋は，ラディカル再興

の一主要ルートをなしたのである(35)。
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(34）ここでラディカルというぱあい，広くはＵＲＰＥ（TheUnionfbrRadical

Economics）に所属する比較的若い研究者達を念頭に置いている。ＵＲＰＥは

今さら紹介するまでもないと思うが，彼らの解説によれば，「合衆国でラデ

ィカルな政治的運動がその絶頂のぎわ糸に達した1968年に結成され，教育，

研究，コミュニケーションそして政治活動に従事しているラディカルな政治

経済学者に一つの組織網を提供しつつ，７０年代を通じて，その盛況を維持し

続けている。機関紙として，ReviewofRadicalPoliticalEconomics(季

刊）を発行する他，DollarsandSense（月刊）を後援したり，種を様々の

活動を行っている｣。全部ではないにしても彼らの多くは，マルクス主義をそ

の方法として採用し，リベラルな改革ではなく，現体制に代えて，アメリカ

社会主義を展望する。ちな承に彼らの方法論，理論，内外にわたる現状分

析，展望を体系的に窺うには，RichardCEdwards，MickaelReichand

ThomasE・Weisskopf,ＴｈｃＣａＰｊｆα〃sjSys/c腕，Prentice-Hall，２ｎｄｅｄ.，

1978.が便利である。その他Rczd/cαノＰＣγSPCCﾉﾉzﾉｃｓｏ７ｚノノbeEco"o”UC

Cγ/s/ｓｏ／MMoPo/jノＣａＰｊｆａＪＭｚ，ＵＲＰＥ，1975.Ｕ、Ｓ・ｃａｐ〃αJｉｓ”ｊ〃

Ｃγｉｓｉｓ，ＵＲＰＥ，1978.さらに‘`Ｒｅａｄ/"ｇＬ/stsノ〃ＲａｄｊｃａノＰＣﾉﾉﾉjcaノ

ECO"o〃Cs,，ＵＲＰＥ,１９７７も参考になる。前掲のnＭ.Gordoned,DC‐

ｂ化加ｓｉ〃ＰＣﾉﾉﾉﾉcαノＥＣＯ"0腕jﾉ：Ａ〃Ｕγ6α〃CPCγs〃c〃"c’２ｎｄｅｄ・は

RichandCEdwards，Michael＆，.Ｍ、Gordon，LzzboγjMZzγﾉＭＳｃｇ‐

腕e"/α〃o"，HeathandCompany，１９７３とともに，ここでのわれわれの主

題に関する彼らの見解を知るのに便利なReadingsである。

（35）彼自身｢正統派｣経済学から出発し，ゲットー調査に従って「二重労働市場

論」者となり，６０年代末から70年代はじめにかけての政治的激動の中でラデ

ィカル・エコノミストとなっていったＧＭ・Gordonは，その箸ＴﾉｉｃＭｅｓ

ｏ／PoZﾉCγｔｙα"‘ＵＭＢγe"P/ojWZC"f,前出，において，Ｔｈｏｍａｓｓ・Kuhn，

ＴｈｅＳ/γzlc/"γＣＯ′Ｓｃ/e"〃ｃＲｅｚﾉ0ﾙﾉﾉo"，Univ・ofChicagoPress,1962,

1970を援用しつつ，つぎのような野心的作業を試承る。まず，従来，支配

的であった「正統派」は1970年までに，説明不能の無数のパズルにぶつか

り，経済学は“nomalresearch”の時代から“anomaly，,ａｎｄ“crisis”の時

代に入ったとする。ここでは諸説が競合し合うとして，彼は，かかるものと

して，三つの学説をとり出す。すなわち，ほころびをとりつくろうと苦心さ

んたんする「正統派」の他に，「二重労働市場論｣，そして「ラディカル」の

学説がこれである。このうちそれなりに首尾一貫した，包括的なパラダイム

を備えているのは，「正統派」理論と「ラディカル」理論の二つであり，「二

重労働市場論」は，前者から後者への移行期に出現した中間的，部分理論で

あり，やがて前者と後者へ両極分解してゆくか，「ラディカル」理論に素材
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を提供しつつ，それに吸収されていくとする。彼はかかる展望の下に諸説を

比較検討していくのである。

ラディカルが，「二重労働市場論｣をさらにおしすすめた点は，一言でい

えば，その制度的，社会学的，歴史的な説明の一層の徹底ということであ

る。

「二重労働市場論」は，上にみてきたように，「正統派理論」の均質性，

普遍性，客観性の虚構をあばいて，労働市場の二分化，雇用，賃金決定に

おける内部的制度要因，歴史的要因，社会学的諸力，労働者のエトスとい

ったことがらの重要性，かくて，黒人差別の構造的必然性を指摘した。し

かし，ラディカルによれば，それらの要因間の多少の関連づけは承られる

ものの，労働市場の二重化をはじめ，その制度的要因，歴史的要因も，

基本的には，理論の外部からもち込まれたしの（exogenous）であり，そ

れら自身の前提を説明していないいわば「部分理論」の域を出ていないと

いう。

ラディカルは，マルクスの弁証法的唯物論を基本的方法論として，「二

重労働市場論」が指摘していることがらを，アメリカ資本主義の自己展開，

なかんずく，独占資本主義の展開というコンテクストのうちに，統一的に

理解しようというのである。もちろん，ここで，それらを詳かにしている

余裕はないが，そのさいの彼らの特徴を一言でいえば，われわれからゑて

も，教条的にすぎると思えるほど，階級と階級闘争の展開に力点を置いて

いることである。

「二重労働市場論」が導入の余地を開いた制度的，歴史的，社会学的要

因の中に階級形成と階級闘争の視点を最大限にもち込んで，「二重労働市

場論」がもち出した諸素材を統一しようとするのであるが，いまその枝葉

と末節を切り落して，その幹にある部分をとり出せば，およそつぎのよう

になる。

１９世紀末から２０世紀にかけての独占資本の形成は，一方で，オン・ザ・

ジョブ・トレイニングを重要なものとする技術の変化をともなうことを指
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摘する。しかし，他方で，それ以上に独占資本主義が重化学工業を中心と

する大量生産，大規模産業の展開を導き，その結果，そこに膳大な労働者

階級を堆積せしめ，－これにフロンティアという安全弁の消失，また移

民が徐々に統合されるにしたがって，言語や民族による分割支配の威力が

低下したということも加わって－階級闘争が激化する潜在的可能性を増

大させたことを重視する。

実際に，1870年頃から19世紀末にかけて，それは顕在化し，労働者の戦

闘化がすすむ。もっともいつでも顕在化するわけではなくおのずから潮の

満ち干きがある。1919年を頂点とする第一次世界大戦直後の労働不安，そ

して1930年代の恐慌期には危機的情況にまでのぼりつめる。そしてこの間

に展開する職場秩序のコントロールをめ<･ろ労働者と資本の激しい闘争の

うちに，資本は労働者をそのコントロールの下におくべく，きわめて有効

な手段として「二重労働市場｣，彼らの言葉でいえば，労働市場の階層

化（Stratification）たり，分断化（Segmentation）を創出したとするので

ある。

資本は，労働者をホワイト・カラーとブルー・カラーに分断し，大企業

の中に,高度に階層化された職務群をつくることによって,「内部労働市場」

を創り上げて，意識化しつつある労働者の本隊を武装解除する。そして，

その対極に，いっさいのしわよせをうける底辺労働市場として形成される

セカンダリー・レイバー・マーケットは，これを，プライマリー・レイバ

ー・マーケットの労働者との一体化を意識しにくい，マイノリテイ，婦人

および若年層を以って満たすというように，まことに見事な分割統治をつ

くりあげる，というのである(36)。

（36）かかる視角からするラディカルの歴史分析として，KatherineStone，

“TheOriginsofJobStructuresintheSteellndustry".Ｒ､Ｃ・Edward,“Ｔｈｅ

SocialRelationsofProductionintheFirmandLaborMarketStructure"・

FrancescaMaltese，“NotesforaStudyofAutomobilelndustry"・

HowardMWachtel，“ClassConsciousnessandStratificationinthe 

LaborProcess"．ともにＲ､CEdwards]Ｍ・ＲｅｉｃｈａｎｄＤＭ・Gordon,ｅｄ，

Ｌａ６ｏγＭｚ「んeノSCg”e"#＠ﾉｿﾞo"，前出，所収およびRichahdCEdward，
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Colzfs/c‘Ｔｅ〃αj"，BasicBooks，１９７９が注目される。労働の単純化と疎

外仁の糸重点がおかれ,かつ歴史分析としては多少散漫であるが，Ｒ・ＣＥｄ‐

ｗａｒｄのいうBureaucraticControlを資本が生糸出さざるを得ない根拠を

説いたものとしてHarryBraverman,Ｌａ６ｏγαＭＭＭｏＰｏｌｙＣａＰがα/，

MonthlyReviewPress，1974,富沢賢治訳『労働と独占資本』岩波書店，

1978年刊も注目される。

さて，だいぶ前置きが長くなってしまったが，われわれがいま問題にし

ている黒人差別も，かかるコンテクストの中に位置づけられるのである。

すなわちラディカルはいう，「人種差別は，資本にとって，労働市場を分

断，階層化するきわめて有効な手だてとして機能する。それゆえ，それは

資本主義が直接生ゑ出したのではないとしても，資本主義はそれを執勤に

残存させる基礎を与えるかぎり，差別の解消は現体制を前提としては不可

能だ｣(37)と。政府の政策も，国家がつまるところ総資本の利益に沿って行

動するかぎり，人種差別を解消していく実効ある政策をとりえない。かく

て，労働者の解放と黒人の解放は同時でなければならず，それゆえそのた

めの道は労働者と黒人の結合以外にはないということになる(38)。

(37）MichaelReich，“TheEconomicsofRacism,，，ＤＭ、Gordoned.,Ｐγo‐

ルノ"Ｍ〃PCJメガcαノＥＣＯ"o加jﾉ：Ａ〃Ｕ"bα"ＣＰＣγsPecZjz）e，前出，所収。

(38）しかし，周知のように，ラディカルには，もうひとつ別の流れがある。

1920年のガーヴェイ運動から，ブラック・モスラムにいたる黒人分離主義が

これである。それは，白人労働者階級が革命的な行動に向うことについての

絶望から，むしろ黒人こそが，若者や－部のプロフェショナル，そして，さ

らにアジア・アフリカなど第三世界の人民と連帯しつつ，革命勢力の中核と

なるとするPaulBaranandPaulSweezy，MMoPoJjノｃａｐ〃α/，Monthy

ReviewPrss，1966,あるいは，RaymondFranklinandSolomonResnik，

Ｔ"CPCJノガcaJECo"o”ｙｏ/Ｒａｃｊｓ腕，Holt,RinehartandWinston，１９７３

にもゑられる゜かかる見解に対して，RobertCherry,“EconomicTheories

ofRacism,”前出は，歴史上，いくたの黒人労働者と白人労働者の連帯が

承られ，かくするときにの承労働者は勝利しえたことを指摘し，これを論

駁している。PhilipS、Foner，Ｏγgα"jge‘Ｌａ６ｏγα"‘ＴﾉｶｅＢ/αc俺

ＷｂγｂｅγZ6Zg-Zg73，InternationalPublishers，１９７４t同様の事実を

指摘し“BIackandWhite,UniteandFight”をそのトーンにしている。勿
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論両者はともに試占;‘られ現実の運動の中で止揚されねばなるまい。

きわめて乱暴な紹介になってしまったが，彼らのためにいえば，アメリ

カン・ラディカルのメリットは，かかる理論的体系化よりも，むしろ具体

的なディメンジョンで，歴史的な分析，現状の分析に密着して「正統派」

と切りむすんでいるところにあるというべきであろう。

たとえば，すでに指摘したように「二重労働市場論」の助けを借りてで

はあるが，具体的事実を以って，「正統派」理論の公理となっている労働

市場の統一性，すなわち，需要の側では，内部労働市場における特定の熟

練も，セカンダリーマーケットにおける潜在失業者の熟練も，ひとしなゑ

に限界生産力という量的タームに還元し，他方，供給の側では，階層構造

を再生産している階層的教育システムの，また労働者を分断する労務管理

体系の，上層に位置づけられた労働者の高賃金も，プライマリー。マーケ

ットから排除され，労働意欲を失って，犯罪と福祉給付によって生きてい

るゲットーの労働者がたまたま働いて得た低賃金も，「人的資本」への投

資の見返りにして還元し，労働市場の連続性を強弁して，賃金と雇用をこ

の労働市場における需給の一致というメカニズムで説明する虚構性をあば

き出すのに成功している(39)。

さらにまた，前節でふたリベラルの推進した個々の政策についてもきび

しい評価を具体的分析の中から提出している(40)。

そして，黒人の対白人格差についても，具体的分析によって，「正統派」

と正反対の結論を導いてくるのである。

たとえば，MichaelReichは前述のリベラルの事実認識に対して，つぎ

のように批判を加える(4,゜

（１）いわれている差別の減少の多くは，じつは，経済が拡大していた６０

年代と70年代初頭に起ったのであり，７０年代の景気後退期には逆の傾向を

ふせている。

（２）大学卒の黒人の改善は，なるほど著しいが，教育程度のより低い黒

人については，改善はもっと控え目か，ほとんどない。このことは少数の
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黒人の職業的地位が，プロフェッショナル，経営者階層へ上昇したとして

も，大多数の黒人は後方に置き去られていることを示す。

（３）黒人プロフェッショナル。経営者階層の拡大も，じつは，プロフェ

ッショナル・経営者というこの分類の中の下層の職種，あるいは政府雇用

に集中している。

（４）若年層の格差が縮まったからといって,平等化がすすむと速断でき

ない。というのは「内部労働市場」の入口での差別は法によって禁止され

たが，昇進や訓練における差別は依然としてなくなっていないし，これか

らこのような差別が重要性を増すとふられるからである。

（５）失業，労働力率における黒人男子の対白人格差が広がっているが，

それは多くの黒人男子が白人および上昇した黒人の背後に堆積しているこ

とを示す。

（６）黒人女子の改善は，白人の男女間格差の拡大との関連で考えねばな

らない。

そのうえで，さらにつぎのようにも言うのである。オプティミストの主

張する黒人男子の格差縮小という事態は，じつは統計の集計上の幻影にす

ぎない，と。すなわち，地域別，都市・農村別，産業別にふると，事態は

大きく異っている。改善をゑているのは南部だけで，北部，西部ではほと

んど改善をゑていない。さらに，都市部，農村部とに分けると都市部の改

善は，1948年の60％から1969年の64％へと，たしかに都市部でも改善はし

ているものの，全体の５分の３ほどになってしまう。しかも，じつはこの

都市部の改善も,二つの反対する動きの合計からなっている｡南部における

都市部が53.3→60.5％と大幅に改善したものの，その他の地域の都市部で

は逆に72.6→68.0％と悪化している。ことに大都市部(StandardMetoro・

politanStatisticalArea）では，南部といえども56→56％と改善はふられ

ず，北，西部のそれにいたっては，７１→69％と悪化している。すなわち，

全国の大都市では格差は少しも軽減されていないのであり，全国的な改善

は，南部，ことに南部の農村および中小都市での改善と，絶対水準の低い
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南部から絶対水準の高い北部，西部への移動の結果によるものだというこ

とになると。

また比較可能な49の個別産業（製造業，運輸，通信，公益等）ごとにふ

ると，格差が消滅したのは，タクシー産業，都市電車・バス交通の二産業

の承，１％以上の改善は９産業，０－１％の改善は25産業，悪化は13産業と

なる。すなわち，地域別，都市・農村別，産業別と全国データを分割して

ゑていくと，1950-70における格差縮小でなく，格差の執勧な残存を示し

ていると結論せざるを得ないと。

そしてこのような格差の残存は，この間の教育向上，文化的，政治的変

化，反差別政策が積極的に展開されたという脈絡からするとじつに驚くべ

きことだとし，さらに，農業→非農業への移動も限界に来ていることを考

えると，もし，これ以上の縮小を望むならば，都市部において執鋤に縮小

を承ることのない格差に対して挑戦がなされなければならないと。だが，

いままでの経済理論は，この挑戦に失敗している。したがって，これに代

わる理論と政策が見出さねばならないと。ところでこれに代わる理論と政

策とは，彼のぱあい勿論，社会主義に向っての労働者，黒人の連帯による

ラディカルな体制変革のことである。

（39)･(40）さしあたり，.Ｍ､Gordon，ＴｈＣＭｃＳＯ/ＰＣ"cγﾉﾝα"。Ｕ"c九γC沈一

Ｐ/ojWze"/，前出，Ｐγo肌加ｓノ〃ＰＣﾉﾉﾉﾉcαノＥＣＯ"o腕y：Ａ〃Ｕγ6α"ｅ〃γ‐

spcc〃e，前出の各所。

（41）MichaelReich，“ThePersistenceofRaciallnequalityinUrbaneAreas 

andlndustries，1950-1970,Ａ”eγｊｃａ〃ＥＣＯ"0〃ＣＲｃＤＭｏ，Ｍａｙ1980.以

下はこの論文のわれわれなりの要約である。

4．若干の論評

以上，われわれは，黒人のアメリカ社会の「主流」への統合，ないし不

平等の解消について，認識および展望を異にする二つの見解をゑてきた。

われわれがそのどちらの側に立つべきか，読者の判断に待つほかないが，

われわれの意図としては行論のうちに看取されるように努めたつもりであ
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ろ。古来，真理は屡蛍少数派にある。

しかし，率直に言って，アメリカン・ラディカルの説得力に一抹の懸念

をいだかざるをえないのも事実である。彼等は，人種間格差がほとんど縮

小をふずに執勧に存在し続けていることを強調し，「楽観論」が示す改善

の指標は，黒人の南部から北部ないし西部への移動によるもので，「統計

上」のふかげの改善にすぎない。その移動が止むとき，ａＭ､けの格差縮小

も停止する，という。そして何故差別的格差が，かくも執勧に存在し続け

るのかということは，いつに独占涜本の「分割統治」策にこれを求める。

国家論にしても，単純な階級国家論の域を出ておらず，格差縮小のための

政策の実効性を否定するのに急である。なぜに，MartinLKingをして

「歴史はぼくたちの世代にたいして……運命を課し与えた。……民主化を

完成するという運命……」と冒頭に掲げた一筋をいわしめたか，別言すれ

ばなぜ黒人の運動も含めて，「楽観論」を支配的たらしめ，ラディカルを

少数派たらしめているか，ということは彼等の視野には入ってこない。楽

観論が支配的になるについては，それなりの根拠がなくてはならない。

その根拠として，まず絶対的貧困の軽減ということも，これを無視しえ

ない。アメリカ資本主義は19世紀後半から２０世紀初頭にかけて飛躍的に発

展し，白人の絶対的所得水準は世界で最高の部類にランクされるに至る。

1930年代には停滞したものの，以後今日にいたるまで，世界の峰を歩き続

けている。南北戦争によって解放されるまで「奴隷」の境遇におかれてい

た黒人が，たとえ白人との格差を縮められなかったにせよ，もし永い間相

対格差が開かなかったとするなら，黒人の絶対所得水準の上昇はかなりの

ものがあったとしなければならない。このことは，アメリカ合衆国の周り

の第三世界に属する人民の，－人当り所得水準の停滞性と対比すれば明瞭

であろう。この激しい物的生活の膨張を体験しているとぎ，それを将来に

向けて引き延ばして楽観的になるものがいたとしても格別不思議ではない

第二に，もし，対白人相対格差が縮まるような変化が生ずれば，楽観的展

望はさらに強まるのは当然である。そして，Reichも認めるように，少な
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くとも南部，ことにその中小都市，農村地域では，この相対格差の縮小が

ふられたのである。ところで，この相対格差の縮小という点では，たとえ

北部や西部の都市の内部では格差が縮まらなかったとしても，南部の農村

から北部や西部の大都市へ移住した黒人にとってはさらに大きい。「奴隷

解放」以降も，以前とほとんど変わらぬ状態の下で陣吟してきた黒人農民

（農業労働者およびシェア・クロッパー）は19世紀末，1920年代，そして

世界恐慌期と大きなうねりをなしておそいかかった農業恐慌の中で，南

部農村で生きてゆくすべを失い，なにはともあれ都市に“Promised

Land'，を求めて移住してゆく他なかった。このぱあい，われわれの注意

を惹くのは，かかる南部農村からの移住者が大量に北部，西部の都市へ流

入したにもかかわらず，黒人の都市での相対所得格差をむしろ引き下げな

第11表地域別黒人人口の推移（千人，％）

fwWl鰯|鵜|蒜引纈|誠 計

(棚に雷|(壷7:1①?;;|繍口(鰡糊Ｉ q辮需■織柵1970 

M|(柵|の)男|欄|□?;!'(淵|繍噸(繩ｉＩｌ(潟'2柵
(粥l①Ji1淵lq?!il柵l(雛沁7:光電Ｉ|柵|継柵1950 

(li?11qlfiI('鰯旧?言|洲１脚|〔2?Iilq?;1(淵|柵1柵1940 

|(1ｹ9雷lqJi7l('b?！;１０号1柵|綱lu5iﾙﾀﾞ;;■鮒1綱□柵1930 

旧@：北;乖甥'０１雪綱|鯛|u}霊'0J;i口繍|職'柵1920 
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かつたこと，すなわち，都市の吸収力がきわめて大きかったことである

が，それはとにかく，以上のように考えれば，南部から北部，西部への移

住，南部の都市化ということもまた，オプティミズムを生む根拠として極

めて重要のものとなる。まして，その都市で，従来黒人が締め出されてい

た相対的賃金ないし所得の高い職種へも，黒人が進出するのがふられるや

統合イデオロギーは，さらに大きく醸成される。そのうえ，前含節でみた

ような差別禁止政策が大々的に展開し，公民権法が，人種および皮膚の色

等を問わずすべての人に，「民主主義アメリカ」の市民たることを改めて

保障すれば，これも「楽観論」を醸成するべく，きわめて大きな役割を演

ずることはこれを疑いえない。

こうして，「楽観論」が指摘する諸事実とそれが醸しだす楽観的展望は，

これをたんなるイデオロギーとして無視できないのである。それでは，そ

れは，いかに位置づけられるべきか。この問題を解く少くとも一つの手掛

りは，それを長期的なパースペクティヴにおいて見るときこれを得られる

ように思われる。すなわち「楽観論｣の指摘する諸事実，そして「楽観論」

自身の拾頭も，じつはつねに見られるのではなく，歴史的に比較的新しい

現象であったということが注意されるのである。

たとえば，まず南部から北部，西部都市への移住ということについてゑ

よう。第11表にみられるように,第一次世界大戦までは,黒人の９割近くが

南部に，しかもそのうち８割までが農村に住んでいたのであり，それまで

の流出が停滞的であったことを物語る。流出が顕著に進むようになったの

は第一次l辻界大戦を契機としてであった。もっとも1930年代は停滞的とな

り，再び顕著になるのは第二次世界大戦を契機とする。1940年代がもっと

も著しいが，1950年代，1960年代にも激しい勢いで進承，1970年には，農

村人口は２割弱，逆に都市人口は８割を越え，1900年当時とは全く逆転す

るに至る。かくて，戦時，平時にかかわらない恒常的な激しい流出は1940

年以降の現象ということになる。

つぎに，第12表は黒人の職業構成の変化を資料のえられる限り遡ってみ
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たものである。ふられるように，1910年，すなわち“JimCrow”制が全

南部にわたって確立した時期で，南部諸州になお86影の黒人が集中してい

た時であるが，黒人労働力の蛤は農業労働者，蛤近くはシェアー・クロッ

パー，あわせて半分がほぼ「奴隷制」下と同様の状態で農業に従事してい

た。また２割はサーヴィス従Ｚ！「者であるが，その大半は「奴隷制」下と同

じような家庭内サーヴィスであったと思われる。つまり７割までが「奴隷

制」下の伝統的職業に従?L|『していたといえる。残る３割のうち圧倒的多数

がレイバヲーという低賃金の単純作業，運搬等に従事し，ホワイト・カラ

ー的職業やブルーカラーの熟練職種はもとより，半熟練職種からさえ締め

出されていた。ちなみに白人のぱあい，ホワイト・カラー職種がすでに２４

％，熟練，半熟練職種をあわせて約30％を占め，農業にはわずか28％しか

従事しておらず，職業構成の対照性は顕著である。第一次世界大戦を契機

にこのパターンに変化があらわれる。黒人のぱあい，農業のウエイトが減

少し，まずはブルー。カラー職種のウエイトが高まってくる。しかし，

1930年代の不況期には，この動きがとまる。そして1940年代，第二次世界

大戦の中でこの動きがさらに顕著なかたちで復活し，1950年には農業従事

者はわずか19影に減少し，代ってブルー・カラー職種が40％ほどになる。

もっとも，このブルー・カラー職種の墹大は1950年でとまり，その後の膨

張の主流となるのは，1940年代以降少しずつそのウエイトを増していたホ

ワイト・カラー職種となる。こうして1978年にはホワイト・カラー職種３６

形，ブルー・カラー職種37％，サーヴィス24＄（この間家庭内サーヴィス

からその他のサーヴィスへの大転換がある)，農業従事者はわずか２％と

なる。ちなみに白人のぱあいは，この変化が一時代ずつ早く始まり，第一

第13表黒人の対白人相対職業ポジション指数の推移

1910１１９２０１１９３０１１９４０１１９５０１１９６０ 

男
女

78.0 

78.0 

78.1 

７１．３ 

78.2 

74.8 

77.5 

76.8 

81.4 

81.6 

82.1 

84.3 

Hiestand,前出ｐ､5３
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次世界大戦を契機に増大するのはブルー・カラーではなくホワイト・カラ

ーであり，1930年代にはその増大が停滞するが，1940年代からまた増大

し，1970年には過半を越すことになる。

かくて，われわれは，黒人の南部からの流出のぱあいと同様，職業構成

上の変化も，第一次世界大戦を契機にはじまるが，1930年代には停滞ない

し逆転し，それが恒常的に，しかも急激に進んだのは1940年以降のことで

あったということができよう。さらに注意すべきことは，黒人は白人より

もつねに－時代遅れており，このことが黒人の著しい絶対的変化にもかか

わらず，黒人の対白人相対比の上昇をむずかしくしていたが，1940年以

降，はじめて，黒人の変化の方が大きく，若干ながら職業ポジション指数

の格差縮小が承られるようになったことである（第13表)。

こうして，つぎのように言うことができる。「奴隷解放」をもってして

も，２o世紀初頭まで大きな変化のなかった人種関係に変化の兆しが感じら

れるようになったのは，第一次世界大戦を契機としてではあるが，その変

化が恒常化し，大きな流れとなってきたのは，比較的最近の1940年以降の

ことであったと(42)。

（42）GunnarMyldarがつぎのように言うとき，それは彼の感覚の鋭敏さを物

語る。

「20年前，私がこの書物を書くために苦労しているとき，アメリカにおけ

るニグロ問題に大きな変化がさしせまっており，新しい流れがいままさに自

己を押し出そうとしている丁度そういう時に，たまたまその研究のためにア

メリカに来たということをますます強く思うようになってきた。……私の研

究のもっとも重要な結論は，解放以来半世紀以上にわたった，黒人の相対的

地位に何んら基本的な変化のなかった時代が終りに近づきつつあるというこ

とであった。……その当時アメリカのニグロ問題の文献で私の結論を支持し

てくれたものはほとんどなかった。また，当時人種関係の分野を研究してい

る社会科学者からも大きな支持を感じられなかった。彼らの見解はだいたい

においてより静態的で，運命的で，そして社会的変化に対する国民の精神的，

イデオロギー的,そして政治的力のもつ重要恐についての理解に欠けていた」

Ａ〃Ａ腕”ｊｃａ〃Ｄ加加加α，前出Vol１．「20周年記念版の序文」より抄訳。

ところで「楽観論」の指摘する事実，そして「楽観論」自身の拾頭する，
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この時期は，われわれから承れ'王，まさにアメリカ資本主義の国家独占資

本主義としての展開の時期と重なることが注意されるのである。そして考

えてふれば，それは偶然の一致ではないのである。

国家独占資本主義とは何であるか，日本の読者にはここで諜々するまで

もなかろう(43)。一言にしていえば，社会主義と対峠するにいたった世界史

的過渡期における資本主義ということになるが，もう少し言えば，つぎの

ようにいえようか。社会主義を目指す社会的主体の現実的登場を前にし

て，労働力の商品化を日常的常識とする，資本の論理の貫徹に適合的な政

治的編成が脅かされるに至るが，少なくともそれが革命にまで展開するの

左防遇するために，政治の舞台に新たに登場してきた大衆の政治的エネル

ギーを体制内に吸収するところの，しかし勿論資本の論理と妥協しうる，

何らかのかたちの再組織化一リジツトな金本位制の機能と抵触するにい

たる再組織化一を伴った資本主義であると。その再組織化の形態は，世

界的，国内的な，また国ごとの，あるいは危機の時期か，相対的安定期か

によって，つまり階級対抗の具体的あり方によって，さまざまでありうる。

しかし,"AmericanCreed”を歴史的遺産とする，「持てる国」アメリカの

ぱあい，それなりの特徴はあれ，広い意味での「現代民主主義」的統合な

いし「福祉国家」型の統合に傾くことはいうまでもない。

この「現代民主主義」的統合とはいかなるかたちか，これもここで諜々

するまでもないが，行論の便宜上一言触れておけばつぎのように言えよう

か。それは，社会主義に対l峠すべ<，資本主義国家の枠の中で，したが
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

ってそれは「同権化」という「疎外」されたかたちでしかないが，社会的
●● 

要因を最大限とり込もうとしたものであると(44)｡たとえば，社会的主体と

してゑずからの社会的力能を自覚しつつある政治化した底辺大衆に，「市

民社会」に適合的な，かくて抽象的な実効のない「参政権」を賦与するこ
●● 

とによって，その社会的力能を解体しつつ，彼らを，「民主主義国家」に

統合し，その社会的力能を国家に譲りわたさせる。同時に社会的主体とし

て，互いに保障しあう社会的生存を，「生存権」を賦与することによって
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解体し，「生存」の保障を国家に譲りわたさせ，彼らをその国家から「生

存」を保障される孤立した無力な受動的受益者にしてしまうのである。勿

論かかるよそよそしい国家によって孤立化され，無力化された諸個人は必

ずしも「参政」を保障されないし，「生存」も保障されないが，それでも

その幻想によって「現代民主主義国家」ないし「編祉国家」は，それなり

に強力な統合力をもつのである。

ところでかかる国家が，その統合力をより強めようとするなら，「生存

権」のぱあいはとくにそういってよいが，＜資本一賃労働＞関係を前提と

するかぎり，賃労働雇用を可及的に拡大すべ〈，資本蓄積を持続的に拡張

していくことを要求される。ここに金本位制の制約をなしくずし的にとり

払いつつ，資本蓄積を人為的に，資本主義としての歴史的実力をこえて推

しすすめざるを得ない内的根拠がある。

勿論，国家独占資本主義の膨張的性格は，危機を回避するためのこのよ

うな国内的な政治的編成に由来するだけではない。第二次世界大戦や冷戦

体制にみられるように，グローバルな危機の進行に由来する熱い戦争，冷

い戦争もこれをうながしたことはいうまでもない。それはとにかく，いず

れにしてもかかる国独資が必然にする持続的な膨張の中で，はじめて，さ

きにみたような黒人の地位の1940年以降の急激かつ持続的変貌もありえた

わけである。

(43）国独資については，何といってもまず，大内力『国家独占資本主義』東大

出版会，1972年刊が参照されるべきである。これについてのわれわれの理解

のしかたは、拙稿「『大正デモクラシー』と日本国家独占資本主義」（日高普

等編『マルクス経済学一理論と実証』東大出版会，1978年刊所収)，あるい

は川上忠雄，佐藤浩一との共著『現代日本帝国主義』現代評論社，1979年刊

の第一章三，第二章五注(3)を参照されたい。

(44）｢同権化」による統合については，ドイツにおいて論じたものとして加藤

英一『ワイマル体制の経済構造』東大出版会，1973年が，また欧米主要国に

ついて論じたものとして戸塚秀夫,徳永重良編『現代労働問題』有斐閣,1977

年を参照。さらに，これを「現代法」（具体的には｢生存権的基本権｣)との関
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連でゑたものとして柴垣和夫「資本主義経済と基本的人権」（東京大学社会

科学研究所『基本的人権』１，東大出版会，1968年，所収，同著『社会科学

の論理』東大出版会，1979年再録)，また国家論の次元で論じたものとして

馬場宏二「現代資本主義の多原理性」（『経済評論』1979年７月号）が注目さ

れる。しかし「同権化」なり，「生存権｣，「社会権」等は本文で触れたよう

に，資本主義における「法」というものの一般的性格，すなわち，結合され

た社会的主体の力能を「国家」に疎外し，ふずからは無力になるという一つ

の疎外態であるということに十分注意を払う必要がある。そこに「現代資本

主義」の統合力の秘密の一つがあるからである。

さて，以上のことを前提にして考えると，さきにみたリベラルの政策展

開も，じつは政治化する黒人を「現代民主主義」国家アメリカへ統合する

過程として位置づけられるように思われてくる。そこで以下，アメリカの

黒人の政治的活性化とそれに対する国家独占資本主義国家の対応，すなわ

ちその政治的エネルギーの「現代民主主義」体制への吸収ということに注

意を集中しつつ，この間のアメリカ黒人をめぐる政治的'情況の展開をごく

簡単にスケッチしておこう。

1．胎動：〔NewNegroの誕生一反動的弾圧〕

第一次世界大戦・ロシア革命，ヨーロッパの危機はアメリカにも衝撃を

与えた。ひとつにはこの衝撃，だが大衆レヴェルではおそらくそれ以上

に，戦争中からの激しいインフレーションによる実質生活水準の下落は，

労資協調的なＡＦＬの枠を突き破る労働者,市民の戦闘性を帰結した。「ナ

インティーン。ナインティーン｣(45）「ポスト。ウォー・ミリタンシー」(46）

という言葉に象徴された，アメリカ資本主義体制の危機の時代が訪れたの

である。

1919年までに沖仲仕，畜産労働者，造船工，地下鉄労働者，製靴工，大

工，鉄道労働者がストライキに入ったが，それはついに炭坑，鉄鋼の二大

産業における軍隊の介入を招く大争議にのぼりつめた。シアトル市では，

この年の２月にゼネ・ストが起りストライキ委員会が全市を支配する事態

が，また全国37の都市では警官組合の結成が市当局との衝突を起し，ボス
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トン市では警官がストライキに入った(6)。

このような騒乱的空気の中て“RedＳｕｍｍｅｒ”とよばれた1919年の夏が

訪れ，大小25の人種暴動が勃発したのである。この一連の人種暴動の中で

承られた新しい事態は，白人の暴力をニグロが一方的にうけるという従来

のポグロム型から，ニグロも闘い返すという本来の意味での暴動（riot）

に転換したことだとされている。また，こうも言われる，

「1919年の諸暴動こそ彼らの隷従に終止符をうたんとするニグロの努力

の歴史において，解放以来はじめての新たな出発をしるすニュー・ニグロ

を誕生させた」と。多くの黒人は，BookerT・Washingtonの自己修養，

協調哲学から離れ，あるいは独自の組織化を試糸つつ，あるいは親ＩＷＷ

的にラディカルになっていった(48)。

しかし，以上のような体制への衝撃は，新たな狂暴な反ボルシェヴィ

キ．ヒステリーを呼び起し，“Palmer，sRaid”に象徴される，左翼下弾の

逆流を招いてしまった。このなかでＩＷＷはついえ，ニュー・ニグロの

運動もしばらく逼塞を余儀なくされたのである(49)。

もっとも，この反動の20年代においても，左翼と黒人との共闘によっ

て，保守的，差別的なＡＦＬの中で，あるいは外で，黒人も含めて，不熟

練で最も低賃金の労働者を産業別に組織しようとするＩＷＷの衣鉢をつ

く動きが全くなくなってしまったわけではない。たとえばWilliamZ

Fosterに指導されたTradeUnionEducationalLeague（1920年11月結

成)，AmericanNegroLaborCongress（1925年設立)，LeagueofStru・

ggleforNegroRiots（1930年）などがそれである(50)。しかし，この反動

の嵐に対抗して，労働者大衆が，そして黒人が政治的エネルギーを噴出さ

せるには，かの大恐慌の下での大量失業の時期まで待たねばならなかっ

た。

（45）JohndosPasso,｣Ｗ"c/Ce〃Ｍ"c/ｃｃ池，JeremyBrecher,Ｓ/γ/AC/,Strait

ArrowBooks，１９７２（戸塚秀夫・櫻井弘子訳，晶文社，1980年刊)，ｃｈａｐ４

一般にアメリカの労働運動は，job-conciousなbusinessunionismが支
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配的であると理解されているが，それはＪ・ＲＣｏｍｍｏｎｓおよびＳＰｅｒｌｍａｎ

などのウィスコンシン学派の理解が支配的になってきたためで（われわれの

理解によれば，アメリカ国独資の現代民主主義的統合が成功したため，ウィ

スコンシン学派が支配的になった）それはアメリカ労働運動のきわめて一面

的な，限定された見方にすぎないとして，アメリカ労働運動のもっと豊かな

伝統を見直そうという，ＪｏｈｎＨＭ・Laslett,“TheAmericanTraditionof

LaborTheoryandltsRelevancetotheContemporayWorkingC1ass，，， 

inlrvingLouisHorowitz，JohnCLeggett，＆MartinOppenheimer 

（ed.)，Ｔ"ｅＡ”eγiccz〃ＷＭｂｊ"ｇＣﾉａｓｓｆＰγOSPeC/S九γ/"eZ980，

Transaction,１９７９は注目される。同様の脈絡でJeremyBrecher，前出，

屯注目される。

（46）ＪｏｈｎＲＣｏｍｍｏｎｓｅｔａｌ,HistoryofLaborintheUnitedStates,1896 

-1932,ＶｏＬＩＶ，LaborMovement，ｂｙＳｅｌｉｇＰｅｒｌｍａｎ＆PhilipTaft．ｐ、

433． 

（47）JeremyBrecher前出，chap4NineteenNineteen．

（48）Arthur１.Waskow,ＦγｏｍＲａｃｅＲｉｏ〃ｏＳｊｔ－Ｉ",Ｚ９Ｚｇα"‘ﾉﾉｂｅＺ９６０ｓ，

DoubledayandCompany,1966,chap、１，引用はｐ・１０から。

（49）そのヴィヴィドな描写は，Ｐ･レンショウ『ウォブリーズーアメリカ・革

命的労働運動の源流」（雪山慶正訳，社会評論社，1973年）

このような，反ボルシェヴィキ・ヒステリーによる反動，いわばマッカー

シジムの先駆を単なる反動としてよいか否かはなお考究を要する。

（50）PhilipSFoner,前出，chaplLPostwarBlackMilitancy，chap、１２．

ＴｈｅＡＦｏｆＬａｎｄｔｈｅＢｌａｃｋＷｏｒｋｅｒ，1921-29．参照。

2．端緒：〔大恐慌下の自然発生的大衆行動一「半」救済・ワグナー法〕

1500万人という失業の未曽有の増大と賃金の47％の切下げのなかで，屡

菖コミュニスト，ソーシャリストなどに指導された失業者委員会が生ま

れ，「仕事と救済」を求めての戦闘的な闘いが彰涛として起った。その中

から，シアトル市におけるTheUnemprloyedCitizen，sLeagueのよう

に，ふずからの経済生活を再組織する動き（Self-HelpOrganization）も

生まれてきた（1932年末までに37州で330にのぼった)。ＡＦＬ公認のスト

ライキこそ少なかったが(51)，たびかさなる賃金切下げに対抗して，ラン

ク.アンド・ファイルの自然発生的ストライキが勃発し，広まっていった。
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このような闘争に黒人労働者も積極的に参加していった(52)。コミュニ

スト指導下の多くの失業者委員会は，人種差別を排し，黒人と白人を同じ

ように組織していたが，さらに黒人はしばしばそのリーダー・シヅプをも

とった。1930年３月６日のNationalUnemploymentDayには全国で125

万人の労働者がデモンストレーションを行ったが，そこには６千人のニグ

ロも承られた。1931年の秋までには，多くの州議事堂での失業者委員会の

デモンストレーションの先頭にニグロがみられるのはごく普通のこととな

った。1931年には組合であることをいつわるために，Societyforthe

AdvancementofColoredPeopleと名づけたシェア・クロッパーの組合

がアラバマで二人の黒人コミュニストによってつくられた。

このような大衆の政治化の中でTradeUnionUnityLeague（ＡＦＬ

内の左翼ミリタントの影響力によって，人種による差別，熟練・不熟練に

よる差別をなくして，広汎な労働者を産業別に組織しようとした前出の

ＴＵＥＬはついに失敗し，逆にＡＦＬから締め出しをくったので，今度は

ＡＦＬの外に未組織労働者を組織するとともにＡＦＬ内の官僚制を下から

もくずす活動を指導する組織として，1929年ＴＵＥＬをひきついだ）はマ

イノリティ，不熟練労働者を含めた産業別組織を創り出そうと，ＡＦＬの

締めつけに挑戦しつつ，活動を積極化した。まず，石炭産業，繊維産業，

製針工業に，つづいて鉄鋼業，自動車産業，そして海運業に入り込んでい

った。

JeremyBrecharいう，

「左翼諸組織は，大恐慌の初期には，ほとんど支持されていなかったが，

状況がひきつづき悪化してゆけば，自然発生的な大衆行動が革命運動に発

展するということは，広く人々の感ずるところであった。…………

このとき，フランクリン・ローズヴェルトとニューディール，そして

NationalRecoveryAdministrationが，労働者が自分達で問題を解決す

る必要はない，という望承を持たせようとした。ローズヴェルトは，最初

の就任演説の日から，社会危機を救う国家の行動を公約することIこよっ
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て，国民の期待と信頼を勝ちとったのである(傍点Iま引用者)｣(53)と。

このニュー・ディールについては多く記す必要はあるまい。一方で，

ＮＩＲＡ－ワグナー法を制定して，労働者に労働基本権を保障することに

よって，鉄鋼，自動車など基幹・大量生産型産業を中心に産業別労働組合

の設立を促し，従来，労働組合組織から疎外されて自然発生的にしか爆発

する他なかった大量の不熟練労働者，マイノリティーをも団体交渉制の枠

の中にひき入れ，他方で，大規模な救済事業を，また各種社会保障制度を

整え，国家が「仕事と救済」を保障することによって”無定形に噴出する

政治的エネルギーを「国家への国民の期待と信頼」に転撤したのである｡

このとき，その世界戦略から統一戦線戦術に転換したコミュニストもこ

れに加わり，彼らははじめはCommitteeforlndustrialOrganization

としてＡＦＬ内で，そして後にはＡＦＬに対抗する－大労働者組織となっ

たＣＩＯ（CongressoflndustrialOrganization）の内で，未組織労働者の

組織化とともに黒人労働者の結集にも精力的に献身した(54)。

こうした中で，黒人もリンカーンの党・共和党支持から，民主党のロー

ズヴェルト支持に変わり，農民，労|動組合とともにローズヴェルト連合の

一翼を形成するものになっていったのである。

ところで，このようなかたちでの大衆の組織化はニュー・ディール期に

始まるとしても，それはなお端緒にすぎなかった。国家への期待と信頼を

実際につなぎとめるためには，いくらかでも大量失業を解消し，「同権化

システム」を機能させねばならないが，そのためには後期ニュー・デイー

ルの景気拡大策ではなお不十分で第二次世界大戦による戦争経済の大膨張

を要したのである(55)。端初といったのはそれだけではない。わが考察

対象たる黒人のぱあい，かかる新たな国民的枠組糸への導入は，文字通り

端緒にしかすぎなかったのである。たとえば，ニュー・デイールの「仕事

と救済」政策においても，黒人の受益のプライオリティ_は最低位におか

れ，彼らの多くは，差別的にとりのこされ，幸い救済された場合も救済額

は差別的に低位におさえられた(56)。またＣＩＯの設立によって，一応は
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労働組合の入口には到達したものの，ＡＦＬは依然として黒人を締め出し

ていたし，ＣＩＯの中でも平等の組合員たることはできなかった。組合は

白黒別々の工場，デペートメント，ディヴィションという人種的配置に手

をつけずに，黒人を黒人支部lこの承所属させたり，白黒別戈の昇進ルート

にも手をつけず，黒人を袋小路のニグロ・ジョブに閉じ込めたままであっ

たし，長期勤続の特権を擁護するシニオリティー，ことにその範囲のせま

いものは，白人に有利に作用したが，これにも手をつけなかった，という

よりもこれらを労働協約において成文化し，固定化していったのである。

それだけではない，南部諸州においては，職種上の差別はもとより，市民

としての基本的権利さえ，ＪｉｍＣｒｏｗ制の下で剥奪され続けたのである。

ニュー。ディールに始まるアメリカの国独資は，マジョリティの白人労

働者・農民を「現代民主主義」の枠の中にとり込んだものの，黒人の多く

をその枠の外に残したままだったのである。それは，ひとつには黒人の意

識化がすすんだといっても，なお端緒の域にとどまっていたことの反映で

もあった。

(51）Ｊ・Brecher,前出，pl46．

(52）ＰＳ・Foner､前出,chap､14,BlackWorkerDuringtheGreatDepression

(53）ＪBrecher,前出，ｐ､149．

(54）Ｐ.Ｓ・Foner,前出，ｃｈａｐｌ６ＴｈｅＣＩＯａｎｄｔｈｅＢｌａｃｋＷｏｒｋｅｒｌ935-39

(55）戸原四郎「ニユーデイール政策の変遷と限界」（鈴木誠一郎編『マルクス

経済学の研究』上，東大出版会，1968年，所収)。

(56）Ｐ.Ｓ・Foner,前出，ｃｈａｐｌ４,BlackWorkerDuringtheGreatDepre‐

ｓsion． 

3．前段階：〔内・外の民主主義のための闘い－平等化政策の議動〕

しかし，第二次世界大戦は，黒人の政治意識を決定的に呼び起した。フ

ァシズムに対して民主主義を擁護することをスローガンにした戦争は，そ

のスローガンが浸透すればするほど，国内における黒人に対する非民主主

義的扱いをきわだたせ，これをなんとかしなければ戦争への彼等の協力を

とりつけられなかった。たとえば，一調査は，少なからざる黒人が，非白
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人の日本人が白人の体制と闘っていることに共鳴していることを発見して

いる(57)。それはとにかく，戦争遂行上，もっとも問題となったのは，「民

主主義とアメリカ」の為に動員された黒人が軍隊内においてさまざまな差

別をうけ，軍の基地の内外において無数の衝突を起したことであろう。戦

争が終ったとぎ，兵営のなかで人種間の衝突が起らなかったところはほと

んどなかったという(58)。

銃後でも問題が生じていた。第二次世界大戦開戦時，黒人は景気回復の

恩恵をうけられずなお大量失業の状態にあったにもかかわらず，そしてこ

の戦争が自由と民主主義のための戦争であるといわれているにもかかわら

ず，彼等は戦争によって拡大し始めた軍需産業からさえ差別的に締め出さ

れていた。平和的訴えによってはラチがあかないので，1941年７月１日に

全米から黒人を集め５～10万人規模のワシントン大行進という大衆的直接

行動の拳に出ようとした。当時の諸施設の人種分離状況を考えれば，それ

は首都における一大人種暴動を意味した。ここでローズヴェルトは，よう

やく「防衛産業における，人種，信仰，皮膚の色，出身国による差別禁止」

を命じた大統領行政命令8802号を発したのである。

こうして，民主主義のための戦争は，黒人をその民主主義の枠の中にひ

き入れるべく，政府に若干の措置を強制しつつ，黒人を大量かつ急速に動

員していった。そして，これが，南部農村から北部，西部都市への黒人の

大移住をもたらしたのだが，この大移住そのものが，南部における，ある

いは北部，西部における従来の社会秩序に動揺を与え，また亀裂を生じさ

せていった。

そしてこの亀裂の中にＳｔａｕｓｑｕｏの変動する可能性について希望を見

出した黒人は，より大胆に，また好戦的になっていった。

人種関係の緊張は戦争の間じゅう，この国のいたるところでふられた

（とくに1943年には，モービル，バーモント，そして最大の規模の人種暴

動がデトロイトで起った)。RichardMDalfiumeはいう，「こうして…

1950年代と1960年代の公民権革命（CivilRightsRevolution）のための基
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礎が用意された，すなわちその種はじつに第二次世界大戦中にまかれてい

たのである｣(59)と。

（57）RichardPolenberg,Ｏ"ｃＭｚ〃o〃Ｄｊｚﾉisj6化：Ｃ/αss，Ｒａｃｅ，α"‘Ｅ/"‐

〃ｉｃｊｔｙノ〃オノｂｅＵ"〃e‘Ｓ/α/ｃｓｓｊ"ccZg38，theVikingPress，1980,Ｐ、

６９，７２． 

（58）JohnHopeFranklin,ル0"Ｓ/αDCγjﾉﾒ０Ｆγ“do）"JAHjs/oγjﾉo／jVcgγ０

Ａ加eγｊｃａ"，AlfredA､Knopf,1974,井出義光，木内信敬，猿谷要〉中川文

雄訳『アメリカ黒人の歴史』研究社，1978,435-443頁，黒人と兵役。

（59）RichrdM・Dalfiume，“TheForgottenYearsoftheNegroRevolution''，

BernardSternsher（ed.),Ｔ"cZVegγ０１〃ルカγessjo〃Ａ"‘ＷαγJ〃e/“ｃ

'ｏＲｃｚﾉoﾙﾉﾉo"，Ｚ930-45,QuadrangleBooks，1969.ｐ､３１１． 

本段階：〔｢黒人革命」への成熟一平等化政策の本格的展開〕

しかし，そうだからといって，その道はたんたんたる大道でも，革命へ

の急|唆でもなかった。－時は「1919」後のパーマーの手入れに比較になら

ぬ大規模のマッカーシズムによる反動攻勢や南部の保守派の捲き返しに直

面した。また歴代の大統領の雇用上の差別禁止の行政命令に肝心の強制手

段がなく，各種の差別に対する連邦最高裁の違憲判決も実効がなかった。

この不策は，グローバルなレヴェルでの第三世界の人民の政治的活性化か

らも刺激をうけて，黒人の運動エネルギーを鯵積させていった。

前述の政策展開の第Ⅱ期を画した「ブラウン判決」は－面でかかるエネ

ルギーの充満を反映したものであるとともに，他面で重い現状に再び可変

の可能性を示すことによって，充満しつつあるエネルギーに火をつけるこ

とになった。MartinLKingを生承出したモントゴメリーのバスポイコ

ヅト運動を皮切りに，1950年代半ば以降，黒人の大衆運動は再び活性化し

てくる。そして1960年代に入ると，人種平等会議（CongressofRacial

Equality)，学生非暴力調整委員会（StudentNon-ViolentCoordination

Committee)｡南部キリスト教指導者会議(SouthernChristianLeaderShip

Conference）がSit-Inなどの大衆的直接行動をもって，1910年代以｢来の

温健な黒人運動組織NationalAssociationfortheAdvancementof
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ColoredPeopleおよびNationalUrbaneLeagueから黒人運動の指導

力を奪い，黒人運動の急進化を導き，「ブラック・パワー」の爆発の時を

招き寄せる。この「黒人革命」の過程については，すでにいくつかの紹介

でわれわれにはなじ糸深くなっているし(60)，いまや紙幅がないので省略

に従うが，かかる運動の昂揚のなかで，かの歴史的なCivilRigetsAct

ofl964が議会を通過し，黒人のiIj民社会への民主主義的統合の第Ⅲ期を

迎えることとなったのである。

しかし，それによっても，１，人との「同権化」には，なお遠くへだたっ

ていたのであり－ことにｄｅｆａｃｔには，あるいは経済的には－，かく

てかかる市民運動の限界を意識させつつ，一方で全米の大都市で人種暴動

の嵐が吹き荒れ，他方でBlackPantherに象徴される革命組織が拾頭し

はじめた。

かかる事態に直面した国家は，その常套手段として，一方で，マンパワ

ー・ポリシ言を暴動鎮撫策に転換させて所得維持政策を空前の勢いで膨張

させ，また64年の公民権法のさらなる拡張をもって，とくに階層分化によ

って上昇しつつある黒人を「現代民主主義」の枠の中に筒導しようとした

のである(６１)。他力，この枠から出るものについては,敵対意識をあらわに

過酷な弾圧を以ってのぞゑ，あるいは武力で暴動の意図をくじき，あるい

は革命組織を巧妙に大衆から孤立させつつ，文字通り抹殺していった。

（６０）これについては枚挙のいとまはないが，翻訳されているものをあげれば，

ジョン。ホープ・フランクリン（井川義光他訳）『アメリカ黒人の歴史｣，

前出，ｃｖ・ウッドワード（清水博他訳）『アメリカ人種差別の歴史｣，前

出，Ｂ･ミューズ（志賀潔他訳）『アメリカ黒人革命』弥生書房，1970,また

日本人の手になるものとしては，猿谷要『アメリカ黒人解放史』サイマル出

版会，1968年などがある。

（61）ここで，もう一度，２．で掲げた平等化政策の展開の跡，すなわち60年代末

から70年代はじめにかけての飛躍的展開をかえりみられたい。ここでは以下

の二つの表だけ追加しておく（第１３．１４表)。

もちろん，平均的に黒人が丸ごと浮上したわけではない。黒人内部での階

層分化がこの間著しく進んだのであって，｜図去りにされた黒人大衆と上昇し
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た黒人エリートの間での反目が昂まっているといわれる。

第13表南部11州における選挙権登録者の割合

人｜黒 人白

61.1(％） 

69.2 

29.1(％） 

62.0 

1960 

1970 

Ｕ､ｓ・ＤｅｐｔｏｆＣｏｍｍ．Ｓ/α〃s/jcaノA6s′γαCf，１９７１

第14表黒人の被選挙公職者数の推移

1964１１９７０１１９７２１１９７５１１９７７ 

計

〈
ロ

1０３１１，４６９１２，２６４１３，５０３１４，３１１ 

上院議員儲
１ １ １ １ 

下院議員{識
５ ９ 1３ 

２ 

７
５
 

１
 1６ 

４ 

州議会議員伽|議事

9４ 

１６ 

169 

５４ 

206 

７８ 

281 

124 

299 

134 

長麟
(ＮＡ） 

(ＮＡ） 

4８ 

３３ 

8６ 

４４ 

135 

８２ 

162 

104 
市

他儲
(ＮＡ） 

(ＮＡ） 

1,242 

６１６ 

1,958 

９４９ 

3,069 

1,702 

3,833 

2,326 
その

Ｕ・SDept・ｏｆＣｏｍｍ.，ＴｊｌｃＳａｃｉａノα"‘ＥＣＯ"0〃ｃＳｊα/"ｓｑプオルｃＢ/αcル

Ｐｏｐ"ﾙｵﾉo〃ｉ〃ノハＣＤ"ﾉﾉc‘Ｓ'α/Cs：Ａ〃Ｈ/s/0γｊｃａノWez(ﾉ，Ｚ７ｇＯ－Ｚｇ７８．

しかし，それはすぐに高いつけをはらわされるにいたるのだが，それに

ついては少し後にして,その前につぎのことを確認しておこう。すなわち，

きわめてラフではあるが，以上，アメリカ労働者階級の底辺におかれた黒

人の政治化とそれへの「現代民主主義」的対応をゑてきたのであるが，こ

れによって，われわれは，さきに承たリベラルの政策発展こそは，まさに

かかる黒人の政治的エネルギーの昂揚や爆発を前に，それを「現代民主主

義」の枠の中に筒導していく手だての展開過程でもあったことを確認する

のである。
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こうして，リベラルの主張は，将来への楽観的展望はこれを惜いて，現

実認識にかかわる限りでは，平等化の統計上のふかげでも，虚像でもな

く，またリベラルの平等化政策の推進も，たんに実効がないと斥けるので

はその真の意味は見失われる。それらは，まさにアメリカ資本主義の国家

独占資本主義的展開のうちに根拠をもち，それなりの実効性をもっている

というべきであろう。

さて，そうとすると，ラディカルが指摘する都市における黒人の対白
●●●●● 

人格差の縮小することなき執勧な存続ということも，いまや独占資本主
●●●、

義一般がもつ平等化に対する限界というスタティックな把握から，かかる
●●●●０●●●● 

統合力豊かなアメリカ国家独占資本主義の統合の限界というダイナミック

な把握に転ぜしめることが可能になる。こう言っただけでは少し唐突にす

ぎるかもしれない。少し説明をくわえれば，それはこういうことである。

ラディカルが指摘するように，黒人の「民主化｣，平等化にはdefacto

には勿論，「民主主義的権利」というｄｅｊｕｒｅにもなおかなり大きな限界

が承られるが，したがって黒人の「現代民主主義」的統合はなお半ば，な

いしせいぜい％にすぎないといわねばならないが，しかしこの「現代民主

主義」の枠の中への参入を，例え半ばないし％でも許容するようになって

きた国独資的発展の過程それ自身が，まさにそのことによってじつは容易

ならぬ難問を生糸出す，主要な原因の一つになってしまっているというこ

とである。この難問として，われわれの念頭にあるのは，他でもない，理

代資本主義の業病といわれるスタグフレーションのことである。

かつて，われわれは，スタグフレーションが現出するその基礎には，

「特殊歴史的，体制的過剰資本」の蓄積があることを指摘した(62)。前述

したように，「現代民主主義」的統合は，その政治的編成がく資本一賃労

働＞関係を揚棄するものでない以上，「完全雇用」にまで賃労働雇用を拡

大するという物質的基礎を必要とする。そしてこれを実現すべく，金本位

制のタガをゆるめて，資本蓄積を通常の制約を越えて推し進めることを要
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求した。しかし,まさに,これが成功する過程はたんなる景気循環のうちに

生ずる過剰資本ではなく，資本主義の歴史的実力を越えた政治的過剰蓄積

の結果としての過剰資本，すなわち｢特殊歴史的・体制的過剰資本｣を尼大

に生永出す過程となったのである。アメリカ資本主義の基幹的労働力にし

て，かつ組織労働者の'１１核をなす白人男子壮年労働力を体制内に筒導する

には，管理通貨制への移行を前提とした後j91ニュー・ディールの景気回復

政策を，さらには第二次世界大戦下での戦薑争経済による過剰蓄積を要し

た。だが，メイン・ストリームからはずれた限界部分たる黒人を，階層分

化したその上層部だけでもこれを体制内につなぎとめておくためには，以

上のうえに，さらに1960年代の「完全雇用余剰」概念によって正統化され

た人為的成長策を，そしてヴェトナム戦争によって加速された過剰蓄積を

要した。そればかりではない，その上に，上に見たように60年代後半から

70年代はじめにかげて急展開した黒人平等化政策，ないし鎮撫策は，財政

のさらなる膨張を要求して過剰蓄積を促進したのである。

ところで，かかる過剰蓄積によって形成された過剰資本を隠蔽するに

は，加速化するインフレーションを以ってする他はないが，それはドル危

機を，そしてＯＰＥＣの反撃を，ひいては世界市場の大破綻を招く。かく

てはインフレの抑制に向かわざるを得なくなるが，若干でもこれを抑制し

ようとすると，セカンダリー・レイバー・マーケットは急速に収縮して高

率の失業が現象する。この増大する失業を「完全雇用失業率」の上方修正

によって，あるいはコンサーヴァティヴのように，かかる高率の失業率が

じつは同然失業率だとひらきなおって，インフレを抑制してゆくことが可

能ならば，それはそれでよい。しかし，いまやかっての南部農村における

潜在的過剰人口を，さきにゑたように「失業」「就業」「非労働力」状態を

転々とするセカンダリー・レイバー・マーケットに置き換えることによっ

て－ちなみに，国独演の用意した「完全雇用」とはじつはかかるセカン

ダリー・レイバー。マーケットの急激な拡大でしかなかったのであるが，

それにしてもこのようなものでもこれを創出し，かつここにおいて「完全
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雇用」状態を維持するには，かなりの，さぎに指摘したように何段階にも

わたる，過剰蓄積を要したのである－階級を編成するにいたっている以

上，そのようなインフレ抑制は営々と築いてきたニュー・ディール以来の

国独資的階級編成を瓦解に導く。とくに労働市場が二分化されており，セ

カンダリー・マーケットの賃金引下げ圧力が，プライマリー・マーケット

に伝わりにくくなっているゆえに，インフレ抑制はかなり大胆におこなわ

ねばならず，それだけ階級編成を瓦解に導く危険は大きい。かくて，マネ

タリストのインフレ抑制策は，「現代民主主義」的統合になじまず，時代

を自由主義の過去に遡れない以上，事実上別のかたちの，たとえばファシ

ズムのごとぎ組織化を必要としているのである。

それはとにかく，アメリカ資本主義は，いまやかかるスタグフレーショ

ンに直面したということは，少くとも，もはや旧来のトレンドの延長上に

は，すなわち「現代民主主義」的統合をさらに推し進めていくというかた

ちでは，黒人の解放はありえないということを示す。しかも，こういう情

況の中でラディカルは指摘するのである，「都市においては格差の縮小が

ふられず，全国平均でゑても，なお対白人６割の水準にとどまっている」

と。黒人が「現代民主主義」的イデオロギーの充満する中で安んじて６割

市民の地位に甘んずるなら別であるが，もしそうでないとするなら，ラデ

ィカルが統計的に指摘する平等化の限界は，以上の考察を終えたわれわれ

には一層の重糸をもってくるのである。

かくて，われわれは，より大きな確劒情を以って，Reichとともに，「Al-

ternativeが求められねばならない」と言わねばならない。

（62）共著『現代日本帝国主義』前出，501頁以下参照。

5．おわりに

以上，われわれは，もっぱらその経済的地位に焦点を置いてではある

が，アメリカ社会の底辺にアメリカン・クリードに矛盾する，例外的存在

とされてきた黒人の「現代民主主義」体制の中への統合過程についてゑて
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きた。そこでわれわれは一方で，そのすさまじい統合力を承るとともに，

他方で，その限界も，いまや，「現代民主主義」的統合の命取りともなる

ような深刻なかたちで出てきていることも確認した。ところで，白人男子

と大きな格差をつけられているのは，黒人だけではない。人口の半分を占

める婦人が労働市場では黒人と同じような立場に置かれている。しばしば

黒人，婦人達はマイノリティと称されているが，数だけから言えばまさに

マジョリティになる。もし彼らがその格差に甘んずるなら別であるが，そ

うでないとすれば，彼らマジョリティの平等化要求のポテンシャリティは

まさに巨大というべきであろう(63)。

すでに承たように，彼らの社会的主体性を，資本，あるいは国家に譲渡

して，あてにならない「生存権」を「完全雇用」というかたちで受動的に

保障してもらうという，「平等化」「民主化」は，いまや，スタグフレーシ

ョンを帰結し，逆に反動化の波にさらされ出したのである。レーガン大統

領の登場は象徴的である。しかし，時代をもはやニュー・ディール以前に

戻し得ない以上，したがって，反動には成算がないだけに無気味である｡

かくて，社会的主体が彼らの社会的力能を巨大な資本や巨大な国家に譲り

渡すのではなく，何らかのかたちで，何らかの範囲で，この社会的力能を

ゑずからにとりもどすような方向でのAltemativeの模索が，これからい

よいよ緊張を増すであろう動，反動の対決のなかで切実に要請されてくる

のである。かくて，われわれは，MartinLKingとともに「アメリカの

将来は現在の危機をどのように切り抜けるかということと切りはなちがた

く結びつけられている」といわねばならない。

(63）アナロジーが許されるとすれば，はじめに指摘したように，マジョリティ

なるマイノリティーは，－インプリケイションを脹らませついでに脹らま

せて言えば－，グローバルな規模では第三世界に住む，気の遠くなるよう

な鹿大な人民である。ここでは「現代民主主義」的統合がもつ限界は，分析

するまでもなくあきらかというべきであろう。Alternativeが求められねば

ならない。

ちな承にもうひとつのインプリケイションは，ひるがえって「単一民族国
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家」日本を承ることである。同じ黄色い皮膚の色をした「黒人」が歴大にい

るはずである。所得階層によって，教育システムによって，企業構造の，あ

るいは，労働市場の階層化によって，プライマリー．レイバー．マーケット

に入れないで黒人の対白人格差以上の格差を甘受しつつセカンダリー．レイ

ハー・マーケットにおいて転々と流浪している黄色い黒人が。そして彼らは
＋ 

皮膚の色が黄色いが故にゑずからを黒人として意識化する契機は。アメリカ

のそれより不利な立場に立っているというべきであろうか。


